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＜参考＞ 

１．国際勧告等との関連 

 本標準は、１９９４年９月にＩＴＵ－Ｔ ＳＧ１会合において勧告化手続きが承認されたＩＴＵ－Ｔ勧告

Ｆ．８５１に準拠したものである。 

 

２．上記国際勧告等に対する追加項目等 

2.1 オプション選択項目 

な し 

 

2.2 ナショナルマター項目 

な し 

 

2.3 上記国際勧告より削除した項目 

な し 

 

３．改版の履歴 

 

版 数 発  行  日 改 版 内 容 

第１版 平成 ７年 ４月２７日 制 定 

   

 

４．工業所有権 

本標準に関わる「工業所有権等の実施の権利に係る確認書」の提出状況は、ＴＴＣホームページでご覧に

なれます。 

 

５．その他 

  (1)  参照している勧告、標準等 

ＴＴＣ標準 ： ＪＴ－Ｆ８５０ 

ＩＴＵ－Ｔ勧告： Ｆ．８５３，Ｅ．１６８，Ｅ．１６４ 
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１．総　論

1.1　規定範囲

本標準は、ＵＰＴに対するサービス記述や、運用上の規定を提供するためのものである。

以下の原則は、標準ＪＴ－Ｆ８５０「ＵＰＴの原則」において制定されている。本標準は、個々のＵＰ

Ｔ契約者およびＵＰＴユーザの観点から、一般的なサービスについて規定しており、網における実現方式

あるいは、規定の問題を考慮していない。

本標準の目的として、各々のＵＰＴユーザが、ユーザ単位に定義された契約者サービスに加入すること

ができるようなＵＰＴサービス項目は、適切なユーザ網インタフェースファシリティと、網能力の組み合

わせにより提供されることを記述している。この提供は、サービス提供者が提供しようとする能力の範囲

で変化することもある。

1.2　概　要

ＵＰＴは、ＵＰＴ番号の概念を導入している。固定通信網においては、ユーザまたは契約者は、端末の

網アクセスポイントや、接続ポイントと対応づけられている。移動通信網においては、ユーザまたは契約

者は、使用中の特定の端末と対応づけられている。

ＵＰＴの環境下においては、端末とユーザ識別間の固定的な対応関係は、取り除かれている。ユーザが

どの端末からも、どの場所からも、呼を発着信することができるようにするために、ＵＰＴユーザの識別

は、端末や網アクセスポイントのアドレッシングとは分けて取り扱われる。ＵＰＴユーザの識別は、ＵＰ

Ｔ番号によって行われる。従って、ＵＰＴユーザは、呼の発着信のために利用される自分のＵＰＴ番号と、

個別に対応づけられている。ＵＰＴ番号は、いかなる固定あるいは移動端末を用いて、世界中どこからで

もダイヤル及び、接続可能であり、端末能力及び、網能力や網オペレータによって課せられた制限によっ

てのみ制約を受けるが、地理的位置に関係なく複数の網を通過することができる。ＵＰＴユーザは、１つ

あるいはそれ以上のＵＰＴ番号が割り当てられる。

さらに、ＵＰＴでは、ＵＰＴユーザがＵＰＴサービスプロファイルを作ることにより、個別の要求条件

を定義したものの中から、ユーザ単位に定義された契約者サービスを利用することを認めている。

以下の概要は、短期および長期的なＵＰＴの目的を含んでいる。

ａ）ＵＰＴサービスプロファイル

ＵＰＴ契約者によって契約されたサービスや、ファシリティ及び、オプションの範囲のリストを含

んでいるパーソナル化されたＵＰＴサービスプロファイル

ｂ）パーソナル番号

各々のＵＰＴユーザを唯一識別するＵＰＴ番号であり、ＵＰＴユーザへ発信する人によって使用さ

れる。ＵＰＴユーザは、異なるアプリケーションに対して、１つ以上のＵＰＴ番号を持つことがで

きる。（例えば、ビジネス通信にはビジネスＵＰＴ番号を、プライベート通信にはプライベートＵ

ＰＴ番号を持つ。）

ｃ）個別課金

課金は、ＵＰＴユーザが使用した端末あるいは網よりも、ＵＰＴ番号と対応づけられている。

ｄ）単一の料金請求

ＵＰＴ契約者は、たとえＵＰＴファシリティを異なる網や、異なる国で使用したり、異なった網オ

ペレータを利用したとしても、一人のＵＰＴサービス提供者からのみ料金請求される。

ｅ）端末の独立性

通信サービスは、使用される端末から独立して、ＵＰＴユーザに提供される。もし、ＵＰＴユーザ

が要求したサービスを提供できるならば、その端末はＵＰＴユーザにとって有効となる。
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ｆ）セキュリティとプライバシー

ＵＰＴユーザは、プライバシーの侵害や、不正使用による誤った料金請求について、最小のリスク

で、ＵＰＴサービスを利用することができる。

ｇ）ＵＰＴサービス手順の自動化

ＵＰＴユーザは、ＵＰＴサービス手順の簡略化及び、自動化された方法を利用することができる。

ｈ）複数網からのアクセス

ＵＰＴサービスは、同じＵＰＴ番号を使用して、複数の網（例えば、ＰＳＴＮ、ＩＳＤＮ、ＰＬＭ

Ｎ、ＰＤＮｓなど）を通過して利用することができる。もし、ＵＰＴユーザが要求したサービスを

サポートできるならば、提供している網は、ＵＰＴユーザにとって役に立つものとなる。もし、プ

ライベート網がＵＰＴに対して、公衆網との相互作用を認められているならば、ＵＰＴもまたプラ

イベート網を越えて作用する。

ｉ）一般サービスの利用

原則として、いかなる基本通信サービスも、ＵＰＴサービスとして使用できる。ＵＰＴユーザに対

して、提供されるサービスは、使用する網と端末によってのみ制約を受ける。

ｊ）端末アドレスの動的な登録

ＵＰＴユーザは、呼の発着信をする端末のアドレスを、動的にかつ独立して登録することができる。

登録された端末のアドレスは、サービス毎に違ったものになる。

ｋ）複数のＵＰＴユーザとの契約

あるＵＰＴ契約者は、おのおの固有のＵＰＴ番号を持っており、ＵＰＴサービスプロファイルにて

関連づけられている１人以上のＵＰＴユーザに対して、責任を負うこともできる。（例えば、会社

が従業員に対して責任を負う。）

ｌ）第３者に対するプライバシー

第３者のユーザ（例えば、端末の所有者）は、原則としてＵＰＴユーザのＵＰＴ活動によって、プ

ライバシーや行動の自由に関して損害を受けることはない。

ＵＰＴの初期の実行段階では、全ての目的を実現することは難しい。ＵＰＴサービスの提供は、必須や

オプション的なＵＰＴ機能や能力を簡易的な形で開始し、より高度なシナリオに展開することが期待され

ている。ＵＰＴの展開は、2.1 において記述されている。

1.3　定義および用語

以下は、この勧告の中で使用されているＵＰＴの用語の定義であり、ＩＴＵ－Ｔ勧告　Ｉ．１１４「Ｕ

ＰＴの用語集」の中で定義している概略と整合がとれている。

1.3.1　認　証

ＵＰＴユーザの身元の照合を行うプロセスのこと。

1.3.2　呼

ＵＰＴの中で「呼」と言えば、電話、データ、ファクシミリ、ＩＳＤＮ、Ｂ－ＩＳＤＮなどの呼を示す。

1.3.3　課金参照位置

ＵＰＴサービス提供者が、ＵＰＴユーザの発信者および／または着信者の距離に基づいた課金をする際

に使用する地理的場所のこと。
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1.3.4　識　別

ＵＰＴユーザまたは、ＵＰＴサービス提供者の確認をするプロセスのこと。

1.3.5　網制限

ＵＰＴを提供（あるいはＵＰＴサポート）する網は、ＵＰＴユーザが、ＵＰＴユーザの固有のＵＰＴサー

ビスプロファイルによって定義されている全てのサービスへのアクセスを、提供すべきである。しかし、

提供する網は、適用範囲の制限、規定の制限、国内および国際の安全性や、その他の要求条件の理由から、

全てのサービスは提供できない、もしくは提供しない。

1.3.6　パーソナルモビリティ

個人識別（例えば、ＵＰＴ番号）に基づいて、任意の端末における通信サービスへアクセスする為のユー

ザ能力と、ユーザサービスプロファイルに定義されたこれらのサービスを提供する為の網能力のこと。パー

ソナルモビリティは、ＵＰＴユーザの呼をアドレッシング、ルーチング、課金したりすることを目的とし

て、ユーザに関連づけた端末の位置を特定する網能力に依存する。

1.3.7　端末アドレス

網における唯一の端末または、固定的な網アクセスポイントを識別するために、使用される番号。

1.3.8　端末制限

ＵＰＴユーザの固有のＵＰＴサービスプロファイルの、全てのサービスを提供している網にアクセスし

ているＵＰＴユーザは、網に接続した端末がサポートできる能力によってのみ制限される。

1.3.9　ターミナルモビリティ

移動中に異なる場所から通信サービスへアクセスする為の端末能力と、その端末の識別をしたり位置を

特定したりする為の網能力のこと。

1.3.10　ＵＰＴ（ユニバーサルパーソナルテレコミュニケーション）

ＵＰＴとは、パーソナルモビリティを許容しながら、通信サービスへのアクセスを可能とするものであ

る。各々のＵＰＴユーザは、ユーザ単位に定義された契約サービスに加入することができ、また、端末能

力及び、網能力や網オペレータによって課せられた制限によってのみ制約を受けるが、地理的位置に関係

なく、いかなる固定あるいは移動端末からでも、複数の網を通過できる個人毎に与えられたネットワーク

トランスペアレントなＵＰＴ番号に基づいて、呼の発信や着信ができる。

1.3.11　ＵＰＴアクセスコード

ＵＰＴユーザが、ある端末や網を使用して、ＵＰＴ手順を実行する前に、ＵＰＴ環境に入るために、ダ

イヤルする必要のあるコードのこと。

1.3.12　ＵＰＴ環境

ＵＰＴサービスファシリティが提供されている環境のこと。これは、網とＵＰＴサービス制御ファシリ

ティの組み合わせから成り、それが結合することによって、ＵＰＴユーザはそれらの網によって提供され

る通信サービスを利用できる。

ＵＰＴユーザにとっては、ＵＰＴ環境は、パーソナルモビリティを規定する１つのグローバルな網とし

て見える。しかし、通信サービス利用中には、ＵＰＴユーザは、網に課せられた制限や、使用する端末や
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網の能力や、要求条件の規定などによって、制限を受ける。

1.3.13　ＵＰＴ番号

ＵＰＴユーザを唯一識別する番号であり、発信者がＵＰＴユーザに着信するためにも使用される。１Ｕ

ＰＴユーザは、１つ以上のＵＰＴ番号をもつことができる。（例えば、ビジネス通信にはビジネスＵＰＴ

番号を、プライベート通信にはプライベートＵＰＴ番号を持つ。）

1.3.14　ＵＰＴ手順

ＵＰＴユーザから見た、ＵＰＴ手順とは、ＵＰＴユーザが呼の発着信ができるように保証するために実

行されなければならない手順のこと。

1.3.15　ＵＰＴサービスプロファイル

ＵＰＴサービスプロファイルは、ユーザにＵＰＴサービスを提供するために、ＵＰＴユーザに関する全

ての情報を含んでいる記録である。個々のＵＰＴサービスプロファイルは、１つのＵＰＴ番号と関連づけ

られている。

1.3.16　ＵＰＴサービスプロファイルの管理

ＵＰＴサービスプロファイルへのアクセスや、照会や、更新をする能力のこと。

1.3.17　ＵＰＴサービス提供者

ＵＰＴユーザが、ＵＰＴのファシリティを使用するために、契約しなければならないのが、サービス提

供者である。サービス提供者は、そのファシリティを規定するために必要な準備を行う。

1.3.18　ＵＰＴ契約者

１人または複数のＵＰＴユーザが、ＵＰＴサービスを利用するために、ＵＰＴサービス提供者と特定の

契約を結んだ、個人または法人のこと。ＵＰＴ契約者は、ユーザが固有のサービスプロファイルを変更す

ることができる範囲で制限を定義したり変更したりする。契約者は、サービス提供者からの使用料金支払

い請求に応じる必要がある。ＵＰＴ契約者は、ＵＰＴユーザを兼ねる場合もある。

1.3.19　ＵＰＴユーザ

ＵＰＴサービスへのアクセスをしたり、１つまたはそれ以上のＵＰＴ番号を割り当てられている個人ま

たは、法人のこと。ＵＰＴユーザは、ＵＰＴ契約者を兼ねる場合もある。

1.3.20　ＵＰＴユーザグループ

特定のＵＰＴユーザの集合体のこと。
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２．基本的考察

2.1　ＵＰＴの展開

ＵＰＴは長期的な期間をかけて実現することが期待されており、マーケットニーズの展開や、技術の進

歩により大きく影響される、展開的な経路をたどることになる。ＵＰＴサービスの提供は、必須やオプショ

ン的なＵＰＴ機能や能力を簡易的な形で開始し、より高度なシナリオに展開していく。

したがって、ＵＰＴの標準化は、大きく３つの段階に分けられる。

2.1.1　ＵＰＴサービスセット１：限定された短期的ＵＰＴサービスシナリオ

このシナリオでは、利用できる網能力により、提供されうるサービス、セキュリティ、ユーザフレンド

リーな機能のレベルが制限される。制限された短期的ＵＰＴサービスのシナリオでは、ＰＳＴＮ、ＩＳＤ

Ｎ、ＰＬＭＮの網を越えて、ＵＰＴサービスを提供する。このシナリオでは電話サービスのみサポートさ

れる。

2.1.2　ＵＰＴサービスセット２：基本ＵＰＴサービスシナリオ

基本ＵＰＴサービスのシナリオでは、多くのサービスや網に加入することで、端末の独立性や複数の網

にまたがった操作で、多くの一般的なサービスを利用できる方向になる。例えば、このシナリオでは、色々

なデータサービスが提供される。

2.1.3　ＵＰＴサービスセット３：拡張ＵＰＴサービスシナリオ

拡張ＵＰＴサービスのシナリオは、長期的なシナリオである。また、将来的には多くの技術的、市場的

展開によって、ＵＰＴサービスが展開段階に上がることが予想されるが、それは現在のところ予想できな

い。

この勧告では、サービスセット１のためのＵＰＴの機能や手順を定義する。従って、2.2 以降で記述され

ているＵＰＴの機能や手順は、ＵＰＴサービスセット１の機能や手順のことである。

2.2　ＵＰＴ機能の概要

ＵＰＴサービスセット１は、以下に示す機能や、付加サービスに限定してサポートされる。

2.2.1　提供サービス

サービスセット１では、電話サービスのみが考えられている。

2.2.2　関連ネットワーク

全ての音声網（例えば、ＰＳＴＮ、ＩＳＤＮ、ＰＬＭＮ）

2.2.3　ＵＰＴの必須機能

ａ）ＵＰＴユーザの身元認証

ｂ）着呼登録

ｃ）ＵＰＴ発信呼

ｄ）着呼配信

2.2.4　ＵＰＴのオプション機能

ａ）遠隔着呼登録

ｂ）発呼登録
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ｃ）遠隔発呼登録

ｄ）発呼フォローオン

ｅ）グローバルフォローオン

ｆ）発着呼登録

ｇ）遠隔発着呼登録

ｈ）関連登録

ｉ）遠隔関連登録

ｊ）ＵＰＴ特有指示

ｋ）ＵＰＴサービスプロファイル照会

ｌ）ＵＰＴサービスプロファイル更新

ｍ）複数端末アドレス登録

ｎ）コールピックアップ

ｏ）可変的なデフォルト着呼登録

ｐ）着信者身元表示

ｑ）ＵＰＴグループのサービスプロファイルへのアクセス

ｒ）ＵＰＴサービスアシスタンス

ｓ）ＵＰＴ着信呼に対する着信者からの確実な応答

ｔ）ＵＰＴサービス提供者認証

2.2.5　付加サービス

（3.3 参照）

2.2.6　番　号

ＵＰＴ番号は、ＵＰＴユーザを唯一識別する固有のＵＰＴ番号に基づいている。

2.2.7　課　金

課金に関連した位置は、発信者の位置と、着信ＵＰＴユーザの現在の位置に基づいている。

2.2.8　サービスプロファイル

ＵＰＴユーザや契約者が、ＵＰＴユーザの通信サービスの選択において、制御や柔軟性を可能にする個

人化されたＵＰＴサービスプロファイル

2.2.9　第三者保護のメカニズム

ａ）必須メカニズム（4.6.3.1 参照）

関連するものはない。

ｂ）オプションメカニズム（4.6.3.2 参照）

１）ＵＰＴ利用の免除

２）ＵＰＴ登録の指示（4.6.3.2.1 参照）

３）ＵＰＴ着信呼に対する登録のリセット（4.6.3.2.2 参照）

４）ＵＰＴ着信呼に対する登録のブロッキング／ブロッキング解除（4.6.3.2.3 参照）

５）ＵＰＴ着信呼のブロッキング／ブロッキング解除（4.6.3.2.4 参照）

６）ＵＰＴ発信呼に対する登録のリセット（4.6.3.2.5 参照）

７）ＵＰＴ発信呼に対する登録の中断（4.6.3.2.6 参照）
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2.3　ＵＰＴユーザの展望

2.3.1　サービス品質

一般的に、ＵＰＴサービスによってＵＰＴユーザに提供される通信サービスは、それらの通信サービス

において規定しているサービス品質に準拠すべきである。通話品質は、ＵＰＴサービスの適用によって影

響されるべきではない。つまり、ＵＰＴ呼に応答する時にＵＰＴ発信者が感じる通話品質は、発信者が端

末の番号をダイヤルした時に得られる品質に匹敵するものでなければならない。トラヒックや接続遅延や

有効性などの他の要因は、異なるエンドユーザの要求に合致した、異なるレベルの品質を提供するための

ＵＰＴサービスにより影響をうける。

さらに、ＵＰＴユーザは決して、網に害を与えたり、通常サービスのサービス品質を落としてはならな

い。

2.3.2　人的要因

ＵＰＴファシリティは、ユーザがＵＰＴサービスを使用することを妨げないように、簡単に使えて、端

末のタイプや、地理や網の境界にまたがって使用できるようにすべきである。

このため、ＵＰＴユーザは、基本的な機能を使用するのに、手動で大量の情報を入力することのないよ

うにするべきである。ＵＰＴへアクセスしたり、認証したり、ＵＰＴ手順を使用するために、サービス提

供者間で類似の手順が、使われなければならない。このように手順を類似にすることで、ＵＰＴユーザの

相互作用は単純になり、ユーザの誤りが減って、自動化が促進される。
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３．ＵＰＴ機能の定義

ＵＰＴ機能一覧が 2.2 に示されている。本項では、ＵＰＴの必須機能とＵＰＴのオプション機能について

定義する。ＵＰＴユーザの身元認証のための付加情報は、4.4 に示す。第三者保護のメカニズムは、4.6 で

明確にする。

3.1　ＵＰＴの必須機能

ＵＰＴの必須機能は、ＵＰＴの基本運用の部分と、ＵＰＴを実現するために不可欠なものである。ＵＰ

ＴはＵＰＴユーザが次に示す必須機能を利用することができる。

3.1.1　ＵＰＴユーザの身元認証

ＵＰＴサービス提供者が、ＵＰＴユーザの身元が要求されたものであることを確認するための機能であ

る。それは公認されない不正使用からＵＰＴユーザとＵＰＴサービス提供者を守るものである。本機能は、

各々のＵＰＴ手順において用いられる。ＵＰＴユーザの認証は、盗まれるかあるいは紛失することで第三

者によって利用される可能性があるような、ＵＰＴユーザが単に所持するものを前提にしてはならない。

補足情報は、4.4.2「認証」を参照すること。

3.1.2　着呼登録

ＵＰＴユーザが現在の端末アドレスから、着信呼に対して着信できるように、その端末アドレスを登録

する機能である。登録すると、ＵＰＴユーザによって明確にされている期間、（ＵＰＴ着信番号毎に明確

にされてもよい）あるいは、明確に登録解除が指定される時まで、ＵＰＴユーザのＵＰＴ番号への全ての

着信呼は登録したアドレスに着信される。ＵＰＴユーザの着呼登録はそのＵＰＴユーザのＵＰＴ番号の前

回の着呼登録を取り消す。複数のＵＰＴユーザが同時に同じ端末アドレスに対して登録することができる。

ＵＰＴユーザはまた、着信呼に対する登録解除を明示的に行うことができる。

3.1.3　ＵＰＴ発信呼

ＵＰＴユーザは任意の端末から発呼要求を行うことができる。本機能は、ＵＰＴユーザに、全てのＵＰ

Ｔ発信呼に対し、ＵＰＴ身元認証を必要とする。

3.1.4　着呼配信

着呼登録によってあらかじめ登録された端末アドレスに、着信呼が着信される機能である。本機能は、

発信者等がＵＰＴユーザを呼び出す時に、起動される。

3.2　ＵＰＴのオプション機能

ＵＰＴのオプション機能は、ＵＰＴサービスの基本運用をより良くするために供給する付加的なＵＰＴ

機能である。ＵＰＴは、端末や網の能力、そして網提供者による規制の中で、次に示すオプション機能を

実現することができる。

3.2.1　遠隔着呼登録

ＵＰＴユーザが任意の端末アドレスへの着信呼を任意の端末アドレスから登録する機能である。

3.2.2　発呼登録

現在の端末アドレスから、その端末からの発信呼の許可を登録する機能である。登録すると、ＵＰＴファ

シリティにアクセスした上で、ＵＰＴユーザが指定している期間（ＵＰＴ発信番号毎に、明確にされても
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よい）、あるいは登録解除が指定されるまで、全てのＵＰＴ発信呼はその端末アドレスから生成されるこ

とが可能となる。ＵＰＴ発信呼はＵＰＴ契約者に課金される。

通常ＵＰＴユーザは発信呼を生成するために追加の認証は不要である。しかしオプションとして簡易的

な認証が使用されてもよい。ＵＰＴユーザは同時に複数の端末アドレスに対して登録することができるが、

同じ端末アドレスで登録できるＵＰＴユーザ／番号は一つである。ＵＰＴユーザはまた、発信呼に対する

登録解除を明示的に行うことができる。

3.2.3　遠隔発呼登録

ＵＰＴユーザが他の指定された端末アドレスから生成される発信呼を任意の端末アドレスから登録する

機能である。

3.2.4　発呼フォローオン

ＵＰＴユーザがＵＰＴ発信呼を終了するとき、追加認証やグローバルフォローオンを利用せずに別のＵ

ＰＴ発信呼を継続することを指示する機能である。

3.2.5　グローバルフォローオン

ＵＰＴユーザが（成功した認証手順が実行された）ＵＰＴ手順を終了するとき、完全な切断の前にフォ

ローオンの活性化を指示する機能である。追加認証を行う必要はない。

3.2.6　発着呼登録

本機能は、ＵＰＴユーザに単一の手順で同一の端末アドレスへの着呼登録や発呼登録をさせる機能であ

る。発着呼登録の結果は着呼登録や発呼登録が単独に実行された場合と同じである。登録期間（ＵＰＴ着

信および／または発信番号毎に、明確にされてもよい）あるいは明確な登録解除の時は、ＵＰＴユーザが

指示できる。ＵＰＴユーザは明示的に発着呼登録を解除できる。関連登録（3.2.8 参照）とは異なり、ＵＰ

Ｔユーザは、発呼登録、着呼登録を独立に解除することができる。

3.2.7　遠隔発着呼登録

本機能は、ＵＰＴユーザに単一の手順で同一の端末アドレスへの遠隔着呼登録や遠隔発呼登録をさせる

機能である。発着呼登録の結果は遠隔着呼登録や遠隔発呼登録が単独に実行された場合と同じである。

3.2.8　関連登録

発着呼登録機能のように、この機能を使用することで、単一手順において、現在の端末アドレスへの着

信登録と発信登録を結びつける。しかし、発着呼登録機能とは異なり、以下の登録によって、関連登録の

全てまたは一部が上書きされることはない。

ａ）同一ＵＰＴユーザによる、着呼、遠隔着呼、発着呼、および、遠隔発着呼の登録

ｂ）他ＵＰＴユーザによる、発呼、遠隔発呼、発着呼、遠隔発着呼、関連、および、遠隔関連の登録

ＵＰＴユーザは関連登録を明示的に登録解除するか、他の関連登録あるいは遠隔関連登録で上書きされ

なければならない。

3.2.9　遠隔関連登録

端末アドレスの関連登録が他の端末アドレスから実行できる機能である。



ＪＴ－Ｆ８５１ - 10 -

3.2.10　ＵＰＴ特有指示

ＵＰＴ特有のユーザフレンドリーな標準の告知や指示（例えば特有の課金機能の提供）が供給される。

3.2.11　ＵＰＴサービスプロファイル照会

本機能は、ＵＰＴユーザがＵＰＴユーザ自身のＵＰＴサービスプロファイル（例えば、位置情報、サー

ビスの有効性など）の現在の状態をＵＰＴユーザが照会（読み込みのみ）することを可能にする。

3.2.12　ＵＰＴサービスプロファイル更新

本機能は、ＵＰＴユーザがＵＰＴユーザ自身のＵＰＴサービスプロファイル（例えば、パスワードの変

更やＵＰＴサービスプロファイルパラメータのデフォルト値の変更など）を、ＵＰＴユーザが更新（読み

込み、書き込み）することを可能にする。

3.2.13　複数端末アドレス登録

本機能は、ＵＰＴ着信および／または発信のために、ＵＰＴユーザが同時に複数の端末アドレスを登録

することを可能にする。

3.2.14　コールピックアップ

本機能は、ＵＰＴユーザが、着呼登録により指定された端末とは異なる他の端末でＵＰＴ着信呼に対し

て応答する機能である（例えば、ＵＰＴユーザがページャ網で呼び出される場合）。呼に応答する場合、

コールピックアップは常に認証を必要とする。

3.2.15　可変的なデフォルト着呼登録

一日の時間帯や週の曜日、発信者の身元、サービスタイプ、ダイヤル番号、および、無応答や話中の条

件により経路選択や、取扱いを変える（デフォルトアドレスの指定、または、解除）ためにＵＰＴユーザ

がＵＰＴ着信呼に対する端末アドレスのデフォルト登録マトリックスを設定する機能である。ＵＰＴユー

ザは、このマトリックスを変更することができる。この機能は、決まった経路やスケジュールを持つＵＰ

Ｔユーザに、タイムテーブルマトリックスの設定を可能とする。

3.2.16　着信者身元表示

着信者の身元（着ＵＰＴユーザによって指定されるＵＰＴ番号や名前）が呼び出している端末に表示さ

れる機能。

3.2.17　ＵＰＴグループのサービスプロファイルへのアクセス

本機能は、ＵＰＴユーザのグループに対して責任を持つＵＰＴ契約者（もしくはＵＰＴ契約者に許可さ

れたＵＰＴユーザ）がＵＰＴサービスプロファイル管理手順を用いてＵＰＴサービスプロファイルにアク

セス、生成、照会、更新を可能とする機能である。

3.2.18　ＵＰＴサービスアシスタンス

本機能は、ＵＰＴユーザが自動ＵＰＴ手順が利用不可能な場合、もしくは利用困難な場合、ＵＰＴ手順

を起動するためにＵＰＴサービスセンタ（例えば、オペレータ）にコンタクトする機能である。
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3.2.19　ＵＰＴ着信呼に対する着信者からの確実な応答

本機能により、応答者が着ＵＰＴユーザとして認証に成功しなかった場合、ＵＰＴユーザはＵＰＴ着呼

が応答不可能であることを認識する機能である。

3.2.20　ＵＰＴサービス提供者認証

本機能により、ＵＰＴユーザはＵＰＴサービスエンティティが要求されたものであることをチェックす

る。この機能は、幾つかの認証手順に付随してユーザ認証と共に自動的に提供される。詳細については 4.4.2

「認証」を参照のこと。

3.3　ＵＰＴ環境における付加サービス

ＵＰＴ付加サービスは、ＵＰＴサービスの一部分である。また、それらはＵＰＴの基本運用に付加され

るものとして提供される。本課題は将来、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｆ．８５３「ＵＰＴ環境における付加サービス」

に詳細に記述される。
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４．ＵＰＴサービス規定

4.1　契　約

ＵＰＴサービスへの契約には、満足すべき以下のような条件がある。

ａ）ＵＰＴサービス提供者はＵＰＴ契約者にＵＰＴ番号を割当てる。ＵＰＴ契約者は、ＵＰＴユーザに

ＵＰＴ番号を割当てる。ＵＰＴ契約者が、ＵＰＴユーザであってもよい。

ＵＰＴユーザは、１つ以上のＵＰＴ番号を持つことが可能である。

ｂ）ＵＰＴサービス提供者は利用できる通信サービスの範囲を契約者に提示する。この中から、契約者

はＵＰＴユーザ個人の利用範囲を定義できる。これはＵＰＴユーザ個人のサービスプロファイルの

基盤となる。

ｃ）ＵＰＴユーザはＵＰＴへのアクセスや認証の標準的な方法について説明を受ける。

ＵＰＴによって可能となる柔軟な方法で通信サービスを利用するために、ＵＰＴサービス提供者への特

定の契約が必要となる。

１つのＵＰＴサービス提供者に契約すれば、全ての国内、および、国際ＵＰＴサービスファシリティに

アクセスできるようになることが望ましい。ＵＰＴ契約者は、以下のようなオプション契約を要求するこ

とができる。

ａ）ＵＰＴ契約に含まれる基本通信サービス

ｂ）各基本通信サービスに適用されている付加サービス

ｃ）各通信サービスに適用されているローミング制限

ｄ）ＵＰＴユーザの個人的な情報（例えば、ＵＰＴユーザの所在地）の機密保持

ＵＰＴ契約者はＵＰＴ契約の解除もできる。

4.2　番号方式、および、ダイヤル方法に関するサービス規定

ＵＰＴの番号方式は、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６８「ＵＰＴのためのＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４番号計画

の適用」の中で記述されている。ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６８は、ＵＰＴ番号の構造、および、パーソナル

モビリティを提供するための網の番号との関係について記述している。ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６８の中で

３つのＵＰＴ番号計画のシナリオがＵＰＴ番号計画に関わる短期的、および、長期的サービス仕様を踏ま

えて導かれている。一般的にＵＰＴユーザの観点から、ＵＰＴ番号計画は以下のようなものが考えられる。

4.2.1　ＵＰＴ番号の構造

ａ）ＵＰＴ番号の構造は、ＵＰＴユーザや発信する可能性のある者によって容易にＵＰＴ番号であるこ

とが認識でき、普通の（ＵＰＴでない）番号とは区別できること。

これにより、発信者は、当該の呼が特別な方法で課金されたり、異なった方法で処理されること、

また、異なった方法でダイヤルしたり、追加ダイヤルを必要とする等を認識したり、判断すること

ができる。

ｂ）ＵＰＴプレフィックス（ＵＰＴ番号をダイヤルする前に発信者がダイヤルしなければならない番号）

がある場合、国内あるいは国際の境界、ＵＰＴサービス提供者、網間をまたがっても同一（もしく

は同様）のものであること。

ｃ）ＵＰＴ番号は発信者がダイヤルしなければならないダイヤル桁数をできるだけ少なくするために、

できるだけ短いものであること。

ｄ）ＵＰＴ番号は、どの端末からもダイヤルでき、送出できるものであること。

ｅ）ＵＰＴ番号は、ＵＰＴ契約者がサービス提供者を変えた時でも、変えなくても良いものであること。

（今後の検討課題）

ｆ）長期的には、ＵＰＴ番号は全ての網に渡って、全ての端末、全ての利用できるサービスにおいて利
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用可能なものであること。

ｇ）ＵＰＴ番号計画の発展は、ＵＰＴ番号の変更を最小にすべきこと。

4.2.2　ＵＰＴアクセスコード

ａ）ＵＰＴアクセスコード（これはＵＰＴ環境下に入るために使われる）は、国内あるいは国際の境界、

サービス提供者、および、網間をまたがっても同じであること。

一つのアクセスコードが望まれるが、網や地域によって異なる場合もある。

ｂ）ＵＰＴアクセスコードは（もし、複数あったとしても）、できるだけ短いものであること。

4.2.3　ＵＰＴ番号の表現

ａ）ＵＰＴ番号の表現は、人が読める形にある時は（例えば、名刺、レターヘッド、住所録等）、ユー

ザや発信する可能性のある者に認識しやすく、普通の（ＵＰＴでない）番号と区別されるべきであ

る。例えば、国際番号を区別するために使われる「＋」のような特別なシンボルを番号の前に付け

ることも考えられる。

ｂ）ＵＰＴユーザの課金参照位置は、ユーザや発信する可能性のある者に示される必要がある。

4.3　課　金

課金原則は、この標準の範囲外である。

4.4　セキュリティ

一般的に通信の分野では、ユーザは様々な不正利用をされる可能性がある。ＵＰＴの場合、例えば

ａ）ＵＰＴユーザの身元を不正に入手した人による、ＵＰＴユーザのリソースの不正使用

ｂ）通信中にやりとりされる情報の盗聴

ＵＰＴユーザの身元（例えば、信号メッセージで運ばれる）が漏れてしまったことにより、ＵＰＴ

ユーザの身元の機密保持が破られることになる。

ｃ）ＵＰＴユーザのサービスプロファイルの中にある情報の盗聴

ｄ）正常ＵＰＴ呼制御手順の中でのユーザの物理的な位置の特定（例えば、識別のための付加サービス

の利用による）

4.4.1　一般的なセキュリティに関する要求条件

ＵＰＴ、および、これにより可能となる強力なコミュニケーション能力の導入は、影響を及ぼされるユー

ザに対し有効な様々なセキュリティメカニズムを必要とする。これらのメカニズムにより実現されるセ

キュリティレベルは、以下のような様々な要素に、依存する。

ａ）選択した特定のセキュリティメカニズム

ｂ）ＵＰＴ端末の選択

ｃ）ＵＰＴ手順の実際の利用

ｄ）アクセスや認証手順の選択

セキュリティメカニズムは、ＵＰＴ手順の中において不可欠な部分である。一般的にＵＰＴサービスに

よってサポートされる全てのセキュリティメカニズムは簡単に使え、通常のＵＰＴ手順の一部分である。

（例えば、着信に応答するときの認証オプションの利用）

ＵＰＴサービス提供者は、ＵＰＴユーザが契約時に選択できるように、色々なレベルのセキュリティメ

カニズムをサポートする必要がある。

ＵＰＴユーザが申し込んだセキュリティレベルが認証の強さの度合を決定する。
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4.4.2　認　証

ＵＰＴサービス提供者はＵＰＴユーザに様々な認証メカニズムの選択肢を提供することも考えられる。

付属資料Ａは、認証レベルについて論じ、どのようにＵＰＴユーザの身元認証が実現されるかについて具

体例を示している。付属資料Ａはまた、ＵＰＴサービスセット１において、比較的強力なＵＰＴユーザの

身元認証を行うオプショナルな方法に対する要求条件についても記述している。

4.4.2.1　認証の度合

認証の度合（強弱）は、使用される認証方法に依存する。使用される認証の度合は、予想されるセキュ

リティに関するリスクを十分小さくするのに効果があるものであるべきである。セキュリティリスクの例

として、以下のものがある。

１）第三者による、鍵となる個人情報の不正な複製

この点については暗証番号（例えば、ＰＩＮ：Personal Identification Number）を用いた認証は弱いと

考えられる。一方、個々人の身体的特徴（例えば、声紋）による認証は強力なものと考えられる。

２）認証手順の間における第三者による盗聴

この点については、一番弱い認証手順は、通信チャネル上を要求された鍵となる個人情報が直接送

られるものである。最も強力なレベルの認証は、例えば、様々な暗号化方法を使って実現されるも

のである。

一般的に、認証は、ＵＰＴユーザが所在しＵＰＴを提供する網からＵＰＴサービスがアクセスされると

きに、セキュリティを保証するのに十分なレベルであるべきである。認証手順は、ＵＰＴサービス提供者

とＵＰＴユーザが所在する網との間で交渉された上で採用されるものである。ＵＰＴユーザとＵＰＴサー

ビス提供者は、要求される認証の度合に見合う様々な認証メカニズムをサポートすることはオプションで

ある。

4.4.2.2　認証のタイプ

ＵＰＴの認証の手順は以下のようなタイプに分類できる。

ａ）固定の個人識別番号（ＰＩＮ）を用いた片方向手順

この場合、ＵＰＴユーザが正しいＰＩＮを送出することで認証が完了する。

ｂ）変更可能な認証コードを用いた片方向手順

この場合も、片方向手順が用いられるが、認証コードは変更可能である。

ｃ）変更可能な認証コードを用いた双方向手順

この場合、認証手順は認証のチャレンジレスポンスの双方向手順となる。

4.4.2 の中で述べたように、付属資料Ａは、ＵＰＴユーザの認証レベル、および、実現方法について記述

している。

4.5　ＵＰＴサービスプロファイル

ＵＰＴユーザサービスプロファイルに含まれている情報は、ＵＰＴユーザのニーズや要求により修正さ

れることが必要である。同時に、ＵＰＴユーザサービスプロファイルに含まれているデータは、非許可の

アクセスや更新に対しての適当な保護が必要である。
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4.5.1　ＵＰＴサービスプロファイルの構造

ＵＰＴ契約者は、契約時にＵＰＴサービスプロファイルにおいて許容された操作のマトリックス（例え

ば、サービス管理手順や問合せや更新するためのアクセスパラメータ及び実際に契約したサービスやファ

シリティのリスト）を設定する。

ＵＰＴサービスプロファイルに格納された情報は、二種類のカテゴリ：固定情報と可変情報に分類され

る。固定情報は、一般的に契約時に（ＵＰＴサービス提供者と一緒に）合意される。また、一部はＵＰＴ

契約者によってのみ変更することができる。それに対して可変情報のみがＵＰＴユーザによって変更する

ことができる。

カテゴリの中のＵＰＴサービスプロファイル情報の分類、及びそれぞれのカテゴリにおける情報の形式

は、ＵＰＴサービス提供者のオプションである。サービスプロファイル情報は、サービス提供者のデータ

ベースに格納される。

4.5.1.1　固定サービスプロファイル情報

固定サービスプロファイル情報は、以下のように分類される。

ａ） 契約時に合意したＵＰＴサービス提供者によってのみ管理される情報。ＵＰＴサービス提供者に

よって許可されれば、ＵＰＴユーザやＵＰＴ契約者は、この情報を見ることができる。ＵＰＴ契約

者によってこの情報の変更が要求される。ＵＰＴサービス提供者は、管理手順により新しいＵＰＴ

契約条件を設定する。

ｂ） ＵＰＴ契約者により変更できる情報。ＵＰＴ契約者の制限によりＵＰＴユーザは、この情報の更新

を許可されないこともある。

サービス提供者の管理下の固定情報は、以下の通りである。

１）ＵＰＴ番号

２）ＵＰＴユーザのデフォルト課金参照位置

３）ＵＰＴ契約者の契約したサービス

４）ＵＰＴサービスプロファイルへのアクセスを無効にするまでの失敗した認証の際の最大回数

５）契約した認証手順

６）契約したセキュリティオプション

ＵＰＴ契約者が、直接的あるいは間接的に更新することができる典型的な情報は、以下の通りである。

１）選択した課金オプション

２）ＵＰＴユーザに対するＵＰＴサービスプロファイルのアクセスパラメータ（読み込みや書き込み

制限）

３）ＵＰＴユーザに対して許可されるクレジットの最大値（クレジットの上限）

４）もしあれば、ローミングの制限

５）着信呼に対するグループ登録のための端末アドレスの最大値

ＵＰＴ契約者が許可すれば、ＵＰＴ契約者の管理下の情報は、ＵＰＴユーザに見せることもできる。

4.5.1.2　可変サービスプロファイル情報

ＵＰＴサービスプロファイルの可変情報は、サービスに関する情報と移動に関する情報とに分類される。

また、ＵＰＴユーザ（あるいはＵＰＴ契約者）は、以下の手順を利用することにより変更することができ

る。

ａ）サービスに関するパラメータに対するＵＰＴサービスプロファイルの更新手順

あるいは

ｂ）移動に関するパラメータに対するパーソナルモビリティ手順
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ＵＰＴサービスプロファイルの変更機能を利用して、ＵＰＴユーザあるいはＵＰＴ契約者によって更新

できる、代表的なサービスに関連のあるパラメータには、以下のものがある。

１）性化した認証手順のタイプ

２）許容された発信者の制限

３）それぞれの付加サービスの活性化状態

様々なＵＰＴ登録機能（たとえば、着呼や発呼）を利用して、ＵＰＴユーザあるいはＵＰＴ契約者によっ

て変更できる代表的な移動に関連のあるパラメータには、以下のものがある。

１）着信呼のための現在の端末アドレス

２）発信呼のための現在の端末アドレス

３）関連登録された端末アドレス

４）ＵＰＴの着信呼に応答するためのＵＰＴユーザの身元認証の必要性

様々なＵＰＴサービスプロファイルの移動機能を利用して、ＵＰＴユーザあるいはＵＰＴ契約者によっ

て変更できる代表的な移動に関するパラメータには、以下のものがある。

１）一時的な課金参照位置

２）着信呼のためのデフォルト端末アドレス

３）発信呼のためのデフォルト端末アドレス

４）着信呼登録のデフォルト期間（あるいは呼数）

５）次のような様々なルーチングパラメータ

・呼の発信エリアによるルーチング

・（適用できるならば）発信者の身元によるルーチング

・時間によるルーチング（毎週何曜日、毎年何日、毎日何時等による）

・話中時のルーチング

・無応答時のルーチング

4.5.2　ＵＰＴサービスプロファイルへのアクセス

照会や更新のために、ＵＰＴサービスプロファイルへのアクセスすることには、ある制限がある。（こ

れらのオプション機能の記述は 3.2 を参照）

制限のレベルは、ＵＰＴサービス提供者やＵＰＴ契約者あるいはＵＰＴユーザにより異なる。ＵＰＴサー

ビスプロファイルへのアクセス度合は、以下の間で異なる。

ａ）アクセスなし

ｂ）照会のためのアクセス（読み込みのみ）　または

ｃ）更新のためのアクセス（読み込みや書き込み）

4.5.2.1　ＵＰＴサービス提供者によるサービスプロファイルへのアクセス

ＵＰＴサービス提供者は、制限なしにユーザのＵＰＴサービスプロファイルに含まれる情報のすべてに

アクセスすることもできる。

4.5.2.2　ＵＰＴ契約者によるサービスプロファイルへのアクセス

ＵＰＴ契約者及び、契約者と関係のあるＵＰＴユーザの両者に許可されるアクセスタイプは、契約時に

ＵＰＴサービス提供者と合意される。ＵＰＴ契約者は、ＵＰＴサービス提供者と取り決められた情報のみ

アクセスすることができる。この情報の一部のものは、読み込みのみであり、更新することはできない。

（例えば、ＵＰＴ番号）ＵＰＴサービス提供者とＵＰＴ契約者との間で契約時に同意されたアクセス制限

の更新は、管理手順によりＵＰＴサービス提供者との取り決めにより行うことができる。
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4.5.2.3　ＵＰＴユーザによるサービスプロファイルへのアクセス

ＵＰＴユーザは、ＵＰＴ契約者によって許可されれば、自分自身のＵＰＴサービスプロファイルにアク

セスすることができる。ＵＰＴユーザ自身のサービスプロファイルにＵＰＴユーザがアクセスするための

付加的な制限が、ＵＰＴユーザと関係した契約者により申し込まれることもある。

4.6　第三者の保護

ＵＰＴは、ＵＰＴユーザの選択した端末に対し、ＵＰＴ着信呼または、ＵＰＴ発信呼のための登録をＵ

ＰＴユーザに許容することにより、パーソナルモビリティを提供する。ＵＰＴユーザは、実在する使用可

能な端末や加入者線を一時的に利用するために借用することもあるが、借用した端末や加入者線に関連し

た課金を一時的に引き継ぐ。原則的に、そのような一時的な「所有権」は端末所有者または、回線契約者

の利用要求と重なる。

4.6.1　一般的な要求

第三者（例えば、端末所有者あるいは回線契約者）は、原則的にＵＰＴユーザによるＵＰＴ活性の結果

として、プライバシーや行動の自由の観点から被害を被るべきではない。その上、ＵＰＴの導入やいかな

るＵＰＴユーザの活性は、提供している網に害を与えたりＵＰＴサービスではないサービスの品質劣下を

起こすべきではない。

4.6.2　特定のプライバシー要求

4.6.2.1　迷惑ＵＰＴ着信呼に対する保護

端末アドレスの契約者は、端末へのＵＰＴユーザに対するＵＰＴ着信呼を避けるためにこの端末アドレ

スへのＵＰＴ着信呼を制限要求することもある。

4.6.2.2　悪意発呼登録に対する保護

悪意をもつＵＰＴユーザは、普通の（ＵＰＴでない）契約者の通信記録をとるために、発呼登録（ある

いは、遠隔発呼登録）を使うことができる。そのため、特殊端末アドレスを所有する契約者は、端末アド

レスの発呼登録を制限すること、または発呼登録されていることを知ることができる。

4.6.3　第三者に提供されるＵＰＴメカニズム（今後の検討課題）

意図的または非意図的に第三者の所有する端末アドレスによる登録からＵＰＴユーザを防ぐためにＵＰ

Ｔの着信呼及び発信呼のための登録制限が、使用される。

4.6.3.1　必須のメカニズム

関連するものはない。

4.6.3.2　オプションメカニズム

4.6.3.2.1　ＵＰＴ登録の指示

ＵＰＴ登録の指示は、実行可能な場合、端末にＵＰＴの着信呼および／またはＵＰＴ発信呼の登録があ

る時、端末のユーザに与えられる。指示のタイプは、網や端末の能力による。

4.6.3.2.2　ＵＰＴ着信呼に対する登録のリセット

このメカニズムは、第三者のために、端末アドレスにＵＰＴ着信呼を登録した全てのＵＰＴユーザを明

確に解除するための手段を提供する。
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4.6.3.2.3　ＵＰＴ着信呼に対する登録のブロッキング／ブロッキング解除

このメカニズムは、第三者のために、ＵＰＴユーザに特殊端末アドレスの着信呼に対する登録を禁止す

るための手段を提供する。

4.6.3.2.4　ＵＴＰ着信呼のブロッキング／ブロッキング解除

このメカニズムは、第三者のために、特殊端末アドレスへの全てのＵＰＴ着信呼をブロックするための

手段を提供する。

4.6.3.2.5　ＵＰＴ発信呼に対する登録のリセット

このメカニズムは、第三者のために、特殊端末アドレスの発信呼を登録したＵＰＴユーザを明確に解除

するための手段を提供する。

4.6.3.2.6　ＵＰＴ発信呼に対する登録の中断

このメカニズムは、第三者のために、特殊端末アドレスへのＵＰＴ発信呼のためのＵＰＴユーザの登録

を一次的に中断するための手段を提供する。
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５．ＵＰＴ機能手順

本章では、３章で記述したＵＰＴ機能をサポートするために、様々なＵＰＴ手順の一般的な記述方法を

与える。本章では、ＵＰＴユーザ（あるいはＵＰＴサービスにより関係のありそうな他のユーザ）による

視点と同じようにＵＰＴ手順を記述する。網の実現方式やマン・マシンインタフェースの制限によらない。

例えば、発呼登録と遠隔発呼登録（３．２参照）は、１つのユーザ手順として実行される。

ＵＰＴ機能手順は、５つの異なるカテゴリに分類される。

ａ）基本手順

基本的なＵＰＴ手順は、他のＵＰＴ手順以前にあるいは、一緒に実行される手順である。基本的な

ＵＰＴ手順は、以下のとおりである。

１）アクセス

２）識別

３）認証

４）グローバルフォローオン

５）発呼フォローオン

ｂ）パーソナルモビリティ手順

パーソナルモビリティ手順は、ＵＰＴユーザのパーソナルモビリティに関するＵＰＴ手順であり、

アクセスや識別及び認証手順がこれらの手順と同時にあるいは前もって実行されることを要求する。

パーソナルモビリティ手順は、呼の発着信を行う場所を特定するために利用される登録手順であり、

実際の呼の発着信を含んでいない。

以下にパーソナルモビリティ手順のリストを示す。

１）着呼登録

２）着呼登録解除

３）発呼登録

４）発呼登録解除

５）発着呼登録

６）発着呼登録解除

７）関連登録

８）関連登録解除

ｃ）ＵＰＴ呼制御手順

ＵＰＴ呼制御手順は、実際の呼の発着信に関する手順であり、アクセスや識別及び認証手順がこれ

らの手順と同時にあるいは前もって実行されることを要求する。

ＵＰＴ呼制御手順は、以下のとおりである。

１）ＵＰＴ発信呼

２）ＵＰＴ着信呼に対する呼出

３）ＵＰＴ着信呼に対する応答

ｄ）ＵＰＴサービスプロファイルの管理手順

ＵＰＴサービスプロファイルの管理手順は、ＵＰＴユーザが彼ら自身で所有する個人のサービスプ

ロファイルの中のアクセス可能なデータを管理することを許容し、アクセスや識別及び認証手順が

これらの手順の前もしくは、手順の一部として要求される。以下の２つの手順が可能である。

１）プロファイル照会

２）プロファイル更新
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ｅ）第三者の保護手順

第三者の保護手順は、第三者の保護及びプライバシーのために行われる。これらの手順は、第三者

やＵＰＴあるいは非ＵＰＴによって実行される。これらの手順は、以下のとおりである。

１）ＵＰＴ着信呼に対する登録のリセット

２）着信呼に対する登録のブロッキング

３）着信呼に対する登録のブロッキング解除

４）ＵＰＴ着信呼のブロッキング

５）ＵＰＴ着信呼のブロッキング解除

６）ＵＰＴ発信呼に対する登録のリセット

７）ＵＰＴ発信呼に対する登録の中断

全てのＵＰＴ手順において、いくつかの情報がＵＰＴユーザによって提供されることが必要であり、そ

れらの情報のいくつかは必須であり、いくつかはオプションである。全てのオプション情報は、ＵＰＴユー

ザのサービスプロファイルの中にデフォルトパラメータとして含まれている、または、状況に応じて提供

される。

5.1　基本的な手順

基本的なＵＰＴ手順は、それら自身に意味を持たない手順である。これらの手順は、いつも別のＵＰＴ

手順と共に実行される。（例えば、呼制御やパーソナルモビリティ）

5.1.1　アクセス

アクセス手順は、ＵＰＴ手順が実行される前に要求される。

5.1.2　識　別

この手順は、ＵＰＴサービス提供者に対して、自分自身を識別するためにＵＰＴユーザによって実行さ

れる。この識別手順は、別のＵＰＴ手順より前にあるいはその一部として要求されることもある。識別情

報（たとえば、ＵＰＴ番号）は、要求される。

5.1.3　認　証

認証手順は、正しいＵＰＴユーザ識別子を要求した発信者や着信者を保証するためにＵＰＴサービス提

供者によって利用される。

認証手順は、別のＵＰＴ手順より前にあるいはその一部として要求される。識別手順は認証手順の前に

あるいはその一部として要求される。いくつかの情報は、必須であり、ＵＰＴユーザによって提供されな

ければならない。認証手順の選択は、要求される認証の度合により選択できる。それ以上の情報は、4.4.2

を参照。

5.1.4　グローバルフォローオン

グローバルフォローオン手順は、現在のＵＰＴ手順を終わらせ、識別や認証手順を繰り返すことなく新

しいＵＰＴ手順により、グローバルフォローオン手順を続けるためにＵＰＴユーザによって利用される。

グローバルフォローオン手順を実行するために、ＵＰＴユーザから要求される必須情報は、新しいＵＰ

Ｔ手順タイプのみである。
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5.1.5　発呼フォローオン

発呼フォローオン手順は、ＵＰＴ発信呼が終了した時、完全に切断される前に新しいＵＰＴ発信呼によ

り、発呼フォローオン手順を続けるためにＵＰＴユーザによって利用される。この手順を用いると、識別

や認証手順を繰り返すことやグローバルフォローオン手順を必要としない。

発呼フォローオン手順を実行するために、ＵＰＴユーザから要求される必須情報は、新しいＵＰＴ発信

呼に対する要求である。

5.2　パーソナルモビリティ手順

パーソナルモビリティ手順は、ＵＰＴユーザのパーソナルモビリティに関連するＵＰＴ手順であり、Ｕ

ＰＴユーザに呼の発着信することを許容する。パーソナルモビリティ手順は、実際の呼の発着信を含んで

いない。

5.2.1　着呼登録

着呼登録は、ＵＰＴ着信呼がどこに向けられるかを示すための手段をＵＰＴユーザに提供する。この登

録により、任意の以前の登録は上書きされる。着呼登録手順は、発着呼登録手順の一部として実行される。

必要なアクセスや識別や認証手順は、この手順の前にあるいは一部として、うまく完了していなければ

ならない。

ＵＰＴユーザは、着呼登録が行われようとしている特別な端末アドレスの所有者の同意を得る必要があ

る。

本手順の間、ＵＰＴユーザは、次に示すある決まった必須情報を提供しなければならない。また、次に

示す付加的なオプション情報を提供することもある。

ａ）必須情報：ＵＰＴ手順タイプ

ｂ）オプション情報は以下のとおりである。

１）ＵＰＴ着信呼への応答が認証を要求するかどうかの指示。

デフォルト状態は、ＵＰＴユーザのサービスプロファイルで特定される。

２）必要であれば登録の期間。これは、ＵＰＴ着信呼数によって特定される。

３）必要であればグループ登録の指示。もし指示されなければ、１つの端末アドレスの登録と見な

される。

４）必要であれば１つまたはそれ以上の端末アドレス（例えば、ユーザが現在使用している端末ア

ドレス以外の端末アドレスを特定するために選択した場合または、グループ登録のため）。そ

れぞれの端末アドレスは、呼応答および／または呼出を制限される。アドレスが特定されない

場合、利用されている端末アドレスと見なされる。

それぞれの端末アドレスは、完全なアクセスアドレスか、もしくはＵＰＴサービスプロファイ

ルに格納される、着呼登録のために事前に選択された多くのアクセスアドレス内の１つである。

５）必要であれば登録が適用された通信サービスの指示。サービスが特定されていない場合、ＵＰ

Ｔサービスプロファイルに指示された着呼登録のためのデフォルトサービスと見なされる。

６）必要であれば登録されている任意の特別な状態の指示。（例えば、許可された発信者のリスト）

網は、ＵＰＴユーザに対して登録が受理されたかどうかを示し、もし受理されない場合には、適切なア

ナウンスを行いその手順は終了される。この手順は、例えば正しい認証の欠落またはＵＰＴサービスプロ

ファイルの制約により終了される。

5.2.2　着呼登録解除

着呼登録は、次の方法の一つでキャンセルされる。
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ａ）ＵＰＴユーザは、明白に登録解除することができる。

ｂ）ＵＰＴユーザは、別の端末に登録することができ、その結果として、以前の登録は上書きされる。

ｃ）ＵＰＴサービス提供者は、特別に登録を終了させるためにＵＰＴユーザを登録解除できる。

ｄ）別のユーザ（ＵＰＴユーザあるいは非ＵＰＴユーザ）は、特別な端末アドレスへの登録を終了させ

るためにＵＰＴユーザを登録解除する。

（今後の検討課題）

ｅ）タイマーあるいは、カウンタの終了による。

次の手順は、上記のａやｂの項目に適用する。ｄ項目に対する手順は、5.5.1 に示されている。着呼登録

は、明らかに上書きされた場合を除いて、登録解除された時、現在の着信呼は、ＵＰＴサービスプロファ

イルで定義された適当なデフォルトの端末アドレスにかかる。デフォルト端末アドレスの例として、メー

ルボックスやページャ網あるいは、「端末アドレスなし」がある。もし、「端末アドレスなし」が特定さ

れない場合、ＵＰＴユーザは決して着信呼に対して完全には登録解除されない。

ＵＰＴアクセスや識別や認証手順は、この手順の前にあるいは一部として確実に完了されていなければ

ならない。

本手順の間、ＵＰＴユーザは、次に示すある決まった必須情報を提供しなければならない。また、次に

示す付加的なオプション情報を提供することもある。

ａ）必須情報：　ＵＰＴ手順タイプ

ｂ）オプション情報は以下のとおりである。

１）必要であればグループ登録解除の指示。指示されなければ、１つの端末アドレスの登録解除と

見なされる。

２）必要であれば１つあるいはそれ以上の端末アドレス（例えば、ユーザが現在使用している以外

の端末アドレスを特定する場合あるいは、グループ登録解除のために）。アドレスが特定され

ない場合には、使用されている端末アドレスと見なされる。このアドレスは、ＵＰＴ着信呼の

ために登録されているアクセス端末アドレスとしても、全ての端末に示される。

それぞれの端末アドレスは、完全なアクセスアドレスか、もしくはＵＰＴサービスプロファイ

ルに格納される、着呼登録のために事前に選択された多くのアクセスアドレス内の１つである。

３）必要であれば登録解除が適用されている通信サービスの指示。サービスが特定されていない場

合には、登録が適用されている全てのサービスは、登録解除と見なされる。

網は、ＵＰＴユーザに対して登録解除が受理されたかどうかを示し、もし受理されない場合には、適切

なアナウンスを行いその手順は終了される。この手順は、正しい認証の欠落または誤った端末アドレスに

より終了される。

5.2.3　発呼登録

ＵＰＴユーザは、発呼登録手順を利用して、セッションを起動するために発信呼に対して端末アドレス

を登録することもある。セッション中、通常次の発信呼を生成するために追加認証なしにＵＰＴユーザか

ら要求される。登録された端末アドレスはユーザのためにパーソナライズ化され、その端末アドレスから

の全ての発信呼は、そのＵＰＴユーザのＵＰＴ番号に課金される。同時に、唯一のＵＰＴユーザ／番号だ

けが特定の端末に対する発信呼のために登録される。発呼登録手順は、発着呼登録手順の一部としても実

行される。

必要なアクセスや識別や認証手順は、発呼手順の前にあるいは、一部として確実に完了していなければ

ならない。

ＵＰＴユーザは、発呼登録を行おうとしている特別な端末の所有者の同意を得る必要がある。
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本手順の間、ＵＰＴユーザは、次に示すある決まった必須情報を提供しなければならない。また、次に

示す付加的なオプション情報を提供することもある。

ａ）必須情報　：　ＵＰＴ手順タイプ

ｂ）オプション情報には以下のものがある。

１）必要であればグループ登録の指示。指示が与えられなければ、１つの端末アドレスの登録と見

なされる。

２）必要であれば１つあるいはそれ以上の端末アドレス。（例えば、ユーザが現在使用している端

末アドレスより別の端末アドレスを特定することを選んだ場合あるいは、グループ登録のた

め）アドレスが特定されていなければ、使用している端末アドレスのアドレスと見なされる。

それぞれの端末アドレスは、完全なアクセスアドレスか、もしくはＵＰＴサービスプロファイ

ルに格納される、発呼登録のために事前に選択された多くのアクセスアドレス内の１つである。

３）必要であれば登録が適用されている通信サービスの指示。サービスが特定されなければ、ＵＰ

Ｔサービスプロファイルに示されている発呼登録のためのデフォルトサービスと見なされる。

４）必要であれば登録の期間。また、発信呼登録数によって特定される。

５）各呼設定時の付加的な認証（例えば、ＰＩＮコード）が要求されるか否かの指示。指示が与え

られなければ、付加的な認証は要求されない。

６）任意のＵＰＴユーザか否かの指示は、上書きによってある端末アドレスからの発信呼に対して

ＵＰＴユーザを登録解除することを許可する。

網は、ＵＰＴユーザに対して登録が受理されたかどうかを示し、もし受理されない場合には、適切なア

ナウンスを行いその手順は終了される。この手順は、例えば正しい認証の欠落またはＵＰＴサービスプロ

ファイルの制約により終了される。

特に、本登録手順は、別のユーザが特定された端末アドレスに対して発信呼のための登録を既に行って

いたならば（上書きを許容せずに）、終了される。

5.2.4　発呼登録解除

発呼登録は、次に示すいずれかの方法で解除される。

ａ）ＵＰＴユーザは、明白に解除できる。

ｂ）ＵＰＴサービス提供者は、明白に登録を終了するために、ＵＰＴユーザを解除できる。

ｃ）タイマーあるいはカウンター満了による場合。

ｄ）オプションとして、ＵＰＴユーザが発呼登録を行った場合、他のＵＰＴユーザが同一端末アドレス

に対し発信呼登録を行うと、前の登録は（上書きによって）解除される。

発呼登録が全て解除された場合、登録は発呼登録のためのデフォルト端末アドレスか、ＵＰＴサービス

プロファイルで特定された「端末アドレスなし」に戻る。もし、「端末アドレスなし」が特定されない場

合、ＵＰＴユーザは決して発信呼に対して完全に登録解除されない。

ＵＰＴアクセス、識別、認証手順は、本手順の前もしくはその一部として確実に完了していなければな

らない。

本手順の間、ＵＰＴユーザは次に示すような、ある決った必須情報を提供しなければならない。また、

次に示す付加的なオプション情報を提供することもある。

ａ）必須情報：　ＵＰＴ手順タイプ

ｂ）オプション情報は以下の通りである：

１）必要であれば、グループ登録解除の指示。指示されなければ、１つの端末アドレスの登録解除

とみなされる。
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２）必要であれば、１つあるいはそれ以上の端末アドレス（例えば、ユーザが現在使用している以

外の端末アドレスを特定する場合、あるいはグループ登録解除のために）。

そのアドレスはＵＰＴ発信呼のために登録された全ての端末アドレスも示す。アドレスが特定

されていない場合には、使用されている端末アドレスとみなされる。それぞれの端末アドレス

は、完全なアクセスアドレスか、もしくはＵＰＴサービスプロファイルに格納される、発呼登

録のために事前に選択された多くのアクセスアドレス内の１つである。

３）必要であれば、登録解除が適用されている通信サービスの指示。サービスが特定されていない

場合には、登録が適用されている全てのサービスは登録解除とみなされる。

網は、ＵＰＴユーザに対して登録が受理されたかどうかを示し、もし受理されない場合には適切なアナ

ウンスを行い手順は終了される。この手順は、例えば正しい認証の欠落、またはＵＰＴサービスプロファ

イルの制約により終了される。

5.2.5　発着呼登録

着呼登録手順と発呼登録手順は１つのユーザ手順に結合され、発着呼登録となる。発着呼登録手順のた

めには認証パラメータが１セットだけ必要である。本手順を利用すると、着信登録手順と発信登録手順が

同一端末アドレスに対して、別々に実行されるのと同等の効果がある。認証パラメータを除いて、ＵＰＴ

ユーザからみた入力パラメータや網からの応答は、あたかも別々の手順が使用されたかのようである。

5.2.6　発着呼登録解除

発着呼登録と同様の方法で発着呼登録解除手順も、１回の操作で同一端末アドレスに対し着呼と発呼の

登録解除に利用される。着呼登録のみされている端末に対し発着呼登録解除が行われると、着呼登録解除

は行われるが発呼登録解除は拒否される。また、同様に発呼登録のみされている端末に対し発着呼登録解

除が行われると、発呼登録解除は行われるが、着呼登録解除は拒否される。

5.2.7　関連登録

関連登録手順は、発着呼登録を１つの手順に結合するためだけではなく、着呼登録と発呼登録を互いに

同一端末アドレスに関連付けるために用いられる。関連登録は、他の関連登録によって（上書きによって）

か、関連登録解除手順によってのみ変更される。関連登録セッションの間は、次にくる発信呼またはＵＰ

Ｔ着信呼の受信のために、追加認証をＵＰＴユーザに要求することは通常ない。唯一のＵＰＴユーザ／番

号は、同時には特定端末アドレスへの関連登録ができ、唯一の端末アドレスが関連登録の一部となる。端

末アドレスの関連登録は、他のＵＰＴユーザからの着呼登録や別のＵＰＴ番号での着呼登録を除いて、そ

の端末アドレスに対するその他の登録は実現不可能である。

ＵＰＴアクセス、識別、認証手順は、本手順の前に、もしくは一部として、確実に完了していなければ

ならない。本手順の間、ＵＰＴユーザは次に示すような、ある決った必須情報を提供しなければならない。

また、次に示す付加的なオプション情報を提供することもある。

ａ）必須情報：ＵＰＴ手順タイプ

ｂ）オプション情報は以下の通りである：

１）必要であれば登録期間。これはまた、着信または発信呼数によって特定されうる。

２）必要であれば端末アドレス（例えば、ユーザが現在使用している以外の端末アドレスを特定す

る場合）。アドレスが特定できない場合には、使用している端末アドレスとみなされる。

端末アドレスは、完全なアクセスアドレスか、もしくはＵＰＴサービスプロファイルに格納さ

れる、関連登録のために事前に選択された多くのアクセスアドレス内の１つである。
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３）必要であれば、登録が適用されている通信サービスの指示。サービスが特定されていない場合

には、ＵＰＴサービスプロファイルに示された、関連登録のためのデフォルトサービスとみな

される。

４）必要であれば、登録上の特別な状態の指示

（例えば、許容された発信者リスト）。

５）各呼設定に対して追加認証が要求されるか否かの指示

（例えば、ＰＩＮコード）。

網は、ＵＰＴユーザに対して登録が受理されたかどうかを示し、もし受理されない場合には適切なアナ

ウンスを行い手順は終了される。この手順は、例えば正しい認証の欠落、またはＵＰＴサービスプロファ

イルの制約により終了される。特に、関連登録は別のＵＰＴユーザが要求された端末アドレスに対して、

既に発信登録を行っていた場合（上書きが許されていない場合）に終了される。

5.2.8　関連登録解除

関連登録は次に示すいずれかの方法で解除される。

ａ）ＵＰＴユーザが、特別に登録解除できる。

ｂ）ＵＰＴユーザが、他の端末に同一のＵＰＴ番号で関連登録ができる。このように、前の登録に上書

きされる場合。

ｃ）ＵＰＴサービス提供者が、ＵＰＴユーザのセッションを終了させるために特別に登録解除できる。

ｄ）タイマーあるいはカウンターの満了による場合。

関連登録が登録解除された時、明白な上書きによる時を除いて、登録は完全に登録解除され「端末アド

レスなし」となる。

ＵＰＴアクセス、識別、認証手順は、本手順の前に、もしくは一部として、確実に完了していなければ

ならない。

本手順の間、ＵＰＴユーザは次に示すような、ある決った必須情報を提供しなければならない。また、

次に示す付加的なオプション情報を提供することもある。

ａ）必須情報：ＵＰＴ手順タイプ

ｂ）オプション情報は以下を含む：

１）必要であれば端末アドレス（例えば、ユーザが現在使用している以外の端末アドレスを特定す

る場合）。アドレスが特定できない場合には、使用している端末アドレスとみなされる。

端末アドレスは、完全なアクセスアドレスか、もしくはＵＰＴサービスプロファイルに格納さ

れる、関連登録のために事前に選択された多くのアクセスアドレス内の１つである。

２）必要であれば登録解除が適用されている通信サービスの指示。サービスが特定されていない場

合には、登録が適用されている全てのサービスとみなされる。

網は、ＵＰＴユーザに対して登録解除が受理されたかどうかを示し、もし受理されない場合には適切な

アナウンスを行い、手順は終了される。この手順は、例えば、またはＵＰＴサービスプロファイルの制約

により終了される。

5.3　ＵＰＴ呼制御手順

ＵＰＴ呼制御手順は、実際のＵＰＴ呼の発着信に関する手順である。
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5.3.1　ＵＰＴ発信呼

本手順はＵＰＴユーザによりＵＰＴ発信をするために利用され、同一のＵＰＴユーザあるいは同じ端末

アドレスの他のＵＰＴユーザによる、いかなる以前の着呼登録または発呼登録からも独立している。ＵＰ

Ｔユーザのパーソナルモビリティティ状態は、この手順により影響を受けるものではない。ＵＰＴ発信呼

は、ＵＰＴ番号に課金される。

ＵＰＴアクセス、識別、認証手順は、本手順の一部として、確実に完了していなければならない。

本手順の間、ＵＰＴユーザは次に示すような、ある決った必須情報を提供しなければならない。また、

次に示す付加的なオプション情報を提供することもある。

ａ）必須情報：

・ＵＰＴ手順タイプ

・着信者アドレス

ｂ）オプション情報は必要ない。

網は、ＵＰＴ発信呼が受理されていないならば、ＵＰＴユーザに対して知らせる。この手順は、例えば

正しい認証の欠落により終了される。

5.3.2　ＵＰＴ着信呼に対する呼出

本手順は、ＵＰＴユーザに対するＵＰＴ着信の呼出のためのＵＰＴサービスにより利用される。本手順

は、事前に着信登録を行っているユーザにのみ実行される。

網は、ＵＰＴユーザの着信登録により与えられた、端末アドレスあるいはページャ網へＵＰＴ着信の呼出

を行う。

もし、ＵＰＴユーザが「端末アドレスなし」という着信登録を行っている場合、発側は「ＵＰＴユーザは

現在接続不可」を示す適切ナアナウンスを受けることになる。

本手順は、次に示すいずれかで終了する。

ａ）発信者からの明白な動作による場合。

ｂ）ＵＰＴ着信の応答手順の成功による場合。

ｃ）タイマー満了による場合。

本手順の間は、ＵＰＴユーザにより供給される必要のある情報はない。

複数端末アドレス登録（3.2.13）におけるＵＰＴ着信に対する呼出については、今後の課題である。この

場合、２つのシナリオが考えられる。

・全端末を同時に呼び出す。

・全端末を順番に呼び出す。

5.3.3　ＵＰＴ着信呼に対する応答

着信登録を行うことにより、本手順は「ＵＰＴ着信に対する呼出」手順により示されたＵＰＴ着信への

応答のために、ＵＰＴユーザにより利用される。「ＵＰＴ着信の応答」手順が確実に完了すると、呼の完

了は通常の方法で進められる。

「着信に対する呼出」手順によって呼出されると、ＵＰＴユーザは着信登録によって決められたものと

して、選択された端末においてこの呼出に応答する。ＵＰＴユーザがページャ網において、着信登録がさ

れていると、任意の端末が利用可能となる。

以下のケースを除いて、ＵＰＴ着信応答としては、ＵＰＴサービスによって要求される手順はなく、任

意のユーザ（非ＵＰＴユーザを含む）は呼出に応答できる。

ａ）応答するＵＰＴユーザの認証が着信登録により要求される場合、本手順の前、もしくは一部として

認証手順が確実に完了されなければならない。
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ｂ）着信登録で特定された端末アドレスとは異なる別端末で呼出に応答する場合（例えばコールピック

アップ）、ＵＰＴアクセス識別・認証手順は本手順の前、もしくは一部として確実に完了されなけ

ればならない。

本手順の間、別端末アドレスにおける応答ケースにおいてのみ、ＵＰＴユーザは次に示すような、ある

決った必須情報を提供しなければならない。また、次に示す付加的なオプション情報を提供することもあ

る。

ａ）必須情報：ＵＰＴ手順タイプ

ｂ）オプション情報は必要ない。

網は、ＵＰＴユーザに対して応答呼が受理されたかどうかを示し、もし受理されない場合には適切なア

ナウンスを行い、手順は終了される。この手順は、正しい認証の欠落、またはＵＰＴサービスプロファイ

ルの制約により終了される。

5.4　ＵＰＴサービスプロファイルの管理手順

ＵＰＴサービスプロファイルの管理手順は、ＵＰＴユーザによりユーザ自身のアクセス可能なＵＰＴ

サービスプロファイルデータを管理するために利用される。

5.4.1　ＵＰＴサービスプロファイル照会

この手順により、ＵＰＴユーザはユーザ自身のサービスプロファイルの現在の状態について知ることが

できる。ＵＰＴ識別・認証手順は本手順の前、もしくは一部として確実に完了されなければならない。

本手順の間、ＵＰＴユーザは次に示すような、ある決った必須情報を提供しなければならない。また、

次に示す付加的なオプション情報を提供することもある。

ａ）必須情報：ＵＰＴ手順タイプ

ｂ）オプション情報は以下の通りである：

読み込まれるＵＰＴサービスプロファイル情報種別に関する情報。このような情報は、加入してい

る通信サービス、デフォルトパラメータ、活性化された付加サービス、あるいは発着信のために現

在登録されている登録先を含んでいる。

網は、手順が例えば正しい認証の欠落、またはＵＰＴサービスプロファイルの制約により終了されない

限り、要求された情報を返信する。

5.4.2　ＵＰＴサービスプロファイル更新

ＵＰＴサービスプロファイル更新手順により、ＵＰＴユーザは適当なＵＰＴサービスプロファイルパラ

メータを変更することができる。ＵＰＴ識別・認証手順は、本手順の前、もしくは一部として確実に完了

されなければならない。

本手順の間、ＵＰＴユーザは次に示すような、ある決った必須情報を提供しなければならない。また、

次に示す付加的なオプション情報を提供することもある。

ａ）必須情報：ＵＰＴ手順タイプ

ｂ）オプション情報は以下の通りである：

修正される、ＵＰＴサービスプロファイル情報種別に関する情報。このような情報は付加サービス

の活性／非活性、多くのデフォルトパラメータの変更と関係している。

4.5 のサービスプロファイル更新で述べられているように、ＵＰＴユーザとＵＰＴ契約者双方にある制限

が課せられる。
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網は、ＵＰＴユーザに対して更新要求が受理されたかどうかを示し、もし受理されない場合には適切な

アナウンスを行い、手順は終了される。この手順は、正しい認証の欠落、またはＵＰＴサービスプロファ

イルの制約により終了される。

5.5　第三者の保護手順（今後の課題）

これらの手順は第三者（例えば、特定の端末アドレス所有者）のプライバシー、保全、セキュリティの

保護をするものである。これらの手順は、第三者によって実行される。このため、第三者の識別・認証は

承認されていない第三者により望まれない動作を避けるために、オプション的に要求されることもある。

5.5.1　ＵＰＴ着信呼に対する登録のリセット

ＵＰＴ着信呼に対する登録のリセットは、第三者の所有する端末アドレスに着信登録を行っている、全

てのＵＰＴユーザを明白に登録解除するための手段を第三者に提供する。この手順は、この特定端末アド

レスに対する、全てのＵＰＴ着信呼に対する登録を解除する。

本手順の間、ＵＰＴユーザは次に示すような、ある決った必須情報を提供しなければならない。また、

次に示す付加的なオプション情報を提供することもある。

ａ）必須情報：ＵＰＴ手順タイプ

ｂ）オプション情報は必要ない。

使用中の端末アドレスは、リセット対象とみなされる。リモート端末からのリセットは許可されない。

この方法で登録をリセットされたＵＰＴユーザは、着信のためのデフォルト端末アドレスへ直接着信を受

けることになる。

網は、ＵＰＴユーザに対してリセットが受理されたかどうかを示し、もし受理されない場合には適切な

アナウンスを行い、手順は終了される。この手順は、正しい認証の欠落、またはＵＰＴサービスプロファ

イルの制約により終了される。

5.5.2　ＵＰＴ着信呼に対する登録のブロッキング

ＵＰＴ着信登録のブロッキングは、ＵＰＴユーザが、特定端末へ着信登録することを禁止するための手

段を第三者に提供する。この手順が実行されると、ＵＰＴユーザによる、端末アドレスへのＵＰＴ着信登

録の試みは拒否される。網により、オプションとして特定のブロッキング期間を設定することができる。

本手順の間、ＵＰＴユーザは次に示すような、ある決った必須情報を提供しなければならない。また、

次に示す付加的なオプション情報を提供することもある。

ａ）必須情報：ＵＰＴ手順タイプ

ｂ）オプション情報は必要ない。

使用中の端末アドレスは、ブロッキング対象とみなされる。このため、リモート端末からの登録のブロッ

キングは許可されない。

網は、ユーザに対してブロッキングが受理されたかどうかを示し、もし受理されない場合には適切なア

ナウンスを行い、手順は終了される。

5.5.3　ＵＰＴ着信呼に対する登録のブロッキング解除

ＵＰＴ着信登録のブロッキング解除は、端末アドレスへの一連のＵＰＴ着信登録を開放するための手段

を第三者に提供する。この手順が実行されると、いかなるＵＰＴユーザでも端末アドレスへＵＰＴ着信登

録ができる。網により、オプションとして特定のブロッキング期間を設定することができる。
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本手順の間、ＵＰＴユーザは次に示すような、ある決った必須情報を提供しなければならない。また、

次に示す付加的なオプション情報を提供することもある。

ａ）必須情報：ＵＰＴ手順タイプ

ｂ）オプション情報は必要ない。

使用中の端末アドレスは、ブロッキング解除対象とみなされる。このため、リモート端末からの登録の

ブロッキング解除は許可されない。

網は、ユーザに対してブロッキング解除手順が受理されたかどうかを示し、もし受理されない場合には

適切なアナウンスを行い、手順は終了される。

5.5.4　ＵＰＴ着信呼のブロッキング

ＵＰＴ着信のブロッキングは、特定端末アドレスへの全てのＵＰＴ着信をブロッキングするための手段

を第三者に提供する。この手順が実行されると、たとえＵＰＴユーザにより着信登録が実行されたとして

も、いかなるＵＰＴ着信も拒否され、この結果が発信ユーザへ通知される。

本手順の間、ＵＰＴユーザは次に示すような、ある決った必須情報を提供しなければならない。また、

次に示す付加的なオプション情報を提供することもある。

ａ）必須情報：ＵＰＴ手順タイプ

ｂ）オプション情報は必要ない。

使用中の端末アドレスは、ブロッキング対象とみなされる。このため、リモート端末からのＵＰＴ着信

のブロッキングは許可されない。

網は、ユーザに対してブロッキングが受理されたかどうかを示し、もし受理されない場合には適切なア

ナウンスを行い、手順は終了される。

5.5.5　ＵＰＴ着信呼のブロッキング解除

ＵＰＴ着信のブロッキング解除は、一連のＵＰＴ着信に対する端末アドレスを開放するための手段を第

三者に提供する。この手順が実行されると、いかなるＵＰＴユーザでも着信を受信する端末アドレスに対

してＵＰＴ着信登録ができることになる。

本手順の間、ＵＰＴユーザは次に示すような、ある決った必須情報を提供しなければならない。また、

次に示す付加的なオプション情報を提供することもある。

ａ）必須情報：ＵＰＴ手順タイプ

ｂ）オプション情報は必要ない。

使用中の端末アドレスは、ブロッキング解除対象とみなされる。このため、リモート端末からの登録の

ブロッキング解除は許可されない。

網は、ユーザに対してブロッキング解除が受理されたかどうかを示し、もし受理されない場合には適切

なアナウンスを行い、手順は終了される。

5.5.6　ＵＰＴ発信呼に対する登録のリセット

ＵＰＴ発信登録のリセットは、特定端末アドレスに対し発信登録を行ったＵＰＴユーザを、明白に登録

解除するための手段を第三者に提供する。

本手順の間、ＵＰＴユーザは次に示すような、ある決った必須情報を提供しなければならない。また、

次に示す付加的なオプション情報を提供することもある。
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ａ）必須情報：ＵＰＴ手順タイプ

ｂ）オプション情報は必要ない。

使用中の端末アドレスは、リセット対象とみなされる。このため、リモート端末からの登録のリセット

は許可されない。

網は、ユーザに対してリセットが受理されたかどうかを示し、もし受理されない場合には適切なアナウ

ンスを行い、手順は終了される。この手順は、例えば正しい第三者認証の欠落により終了される。

5.5.7　ＵＰＴ発信呼に対する登録の中断

ＵＰＴ発信登録の中断は、特定端末アドレスに対するＵＰＴ発信登録に一時的に上書きするための手段

を第三者に提供する。この手順が実行されると、正常発信呼（端末アドレスあるいは他の適当なものに課

金された）が生成される。呼が終了すると、ＵＰＴ発信登録は再開される。

本手順の間、ＵＰＴユーザは次に示すような、ある決った必須情報を提供しなければならない。また、

次に示す付加的なオプション情報を提供することもある。

ａ）必須情報：ＵＰＴ手順タイプ

ｂ）オプション情報は必要ない。

使用中の端末アドレスは、中断対象とみなされる。このため、リモート端末からの登録の中断は許可さ

れない。

使用されている端末アドレスへのＵＰＴ発信登録がグループ登録の一部だった場合、使用中の端末アド

レスのみグループから一時的に解除される。

網は、ユーザに対して中断が受理されたかどうかを示し、もし受理されない場合には適切なアナウンス

を行い、手順は終了される。この手順は、正しい第三者認証の欠落により終了される。
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６．オペレーション規定

オペレーションサービスの観点では、アドレッシング、呼のルーティングをするためにＵＰＴユーザの

地理的位置を示す網能力を必要とする。更に進んだオペレーションや管理システムがＵＰＴサービスをサ

ポートする必要がある。ＵＰＴをサポートする網のアーキテクチャや能力は、オペレーションシステム機

能に影響を与える。

6.1　オペレーション規定のＵＰＴユーザからみた観点

オペレーション規定のＵＰＴユーザからみた観点は次の項目を含んでいる。

ａ）サービス規定

ｂ）ＵＰＴサービスプロファイル管理

6.2　オペレーション規定のＵＰＴサービス提供者からみた観点

オペレーション規定のＵＰＴサービス提供者からみた観点は次の項目を含んでいる。

ａ）ＵＰＴサービスに影響を与える性能監視制御

ｂ）ＵＰＴサービスに影響を与える検知、配置、誤り訂正

ｃ）ＵＰＴサービスをサポートする網間管理情報
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付属資料　Ａ

（標準ＪＴ－Ｆ８５１）

ＵＰＴユーザ身元認証

Ａ．１　ＵＰＴユーザ身元認証の実現例

ＵＰＴユーザ身元認証が、ＵＰＴデバイスの利用によって提供される場合、保護レベルはデバイスがど

のように実現されているかに依存する。ＵＰＴデバイスは使用されている網、端末、サービスに依存する

異なる実現性の中に存在し、簡単なユーザフレンドリーな方法で提供されている、セキュリティメカニズ

ムに異なった制限を与える。このような理由から、ＵＰＴデバイスの異なる実現性毎に異なる認証手順を

もつことが必要である。実現方法はおそらく以下の通りである。

ａ）ＵＰＴデバイスがない。このケースでは、ＵＰＴユーザのＵＰＴ番号は身元証明を手動で入力しな

ければならず、ＰＩＮコードのみを使用する認証手順に制限する必要がある。

ｂ）磁気カードＵＰＴデバイス。このタイプのＵＰＴデバイスは、磁気カードリーダーや網と通信する

ためのシグナリングインタフェースを装備した端末を要求する。

ｃ）片方向のトーンタイプＵＰＴデバイス（例えば、ＤＴＭＦ）。このデバイスは、認証のためにＰＩ

Ｎを使用するＵＰＴユーザにより生成される、トーンシーケンスを単にシミュレートするだけか、

もしくは片方向認証を行うインテリジェントカードで可能となる、認証手順と同様の手順を提供す

る情報を含んでいる（ＵＰＴデバイスはデータ送信のみ）。詳細はＡ．２参照。

ｄ）モデムタイプＵＰＴデバイス。これはトーンタイプデバイスと機能的に似ているがモデム標準を使

用している可聴信号となっている。理想的には認証手順はこのケースでは、片方向あるいは双方向

認証を用いたインテリジェントカードによるものと同じであるべきである（すなわち、ＵＰＴデバ

イスはデータの送受信を行う）。

ｅ）インテリジェントカードタイプＵＰＴデバイス。片方向もしくは双方向認証手順のどちらも使用で

きる。ＵＰＴサービス提供者認証は、契約者身元認証と結び付けられることが可能である（相互認

証）。

ＵＰＴデバイスは、認証されていないユーザがデバイスを不正使用するのを防ぐために、デバイスに対

するＵＰＴユーザの認証が要求される。これには、例えばＰＩＮが用いられる。

Ａ．２　ＵＰＴデバイスを用いたＵＰＴユーザの身元認証例

本章では、ＵＰＴサービスセット１における、ＵＰＴユーザ身元認証の比較的確かな形式を提供する付

加的な方法のためのサービス要求を示す。

ＵＰＴデバイス（例えば、トーンタイプデバイス、片方向）は、確かな認証方法を提供する。その他の

デバイスも使われる。このようなデバイスの要求例は：

ａ）デバイスは、認証されていないユーザがデバイスを不正使用するのを防ぐため、デバイスに対する

ＵＰＴユーザの認証が要求される。これには、例えばＰＩＮが用いられる。デバイスに対するＵＰ

Ｔユーザ自身の認証方法は、装置上の問題である。

ｂ）デバイスは、地域ＵＰＴサービス提供者との認証及びコマンドデータのやりとりのために標準化プ

ロトコルを使用する（例えば、音声チャネルを通じて）。それは、ＵＰＴユーザの身元の安全な認

証と、要求手順の認証のための暗号計算を必要とする。使われるアルゴリズムは網をまたがる遠隔

認証を可能とするため、標準化されなければならない。

ｃ）デバイスは、一致した（しかし、装置に依存した）ユーザフレンドリーなコマンドインタフェース

を提供する。
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ｄ）ＵＰＴユーザは、関連データと共に望まれた手順を登録するために、デバイスと相互作用する。こ

の相互作用が完了すると、ＵＰＴユーザはアクセスコードをダイヤルし、ＵＰＴサーバへ接続する。

ＵＰＴユーザは、それからトーンバーストを送信するためにデバイスを使用する。ＵＰＴサーバは、

適当な確認メッセージか、あるいは要求行為が拒否された理由表示を返送する。
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用語一覧（ＪＴ－Ｆ８５１）

〔Ａ〕

AllCall 発着呼 S:2.2.4

AllCall registration 発着呼登録 S:2.2.4

and/or および／または S:1.3.3

〔Ｂ〕

business calls ビジネス通信 S:1.2

〔Ｃ〕

call handling 呼制御 S:5.

challenge-response チャレンジレスポンス S:4.4.2.2

charging reference location 課金参照位置 S:4.2.3

〔Ｅ〕

establishing and receiving 発着呼 S:1.2

〔Ｆ〕

follow-on フォローオン S:2.2.4

〔Ｇ〕

general 総論 S:1.

〔Ｉ〕

identity 身元 S:2.2.3

InCall 着呼 S:2.2.3

InCall Delivery 着呼配信 S:2.2.3

InCall registration 着呼登録 S:2.2.3

incoming call 着信呼 S.3.1.2

indication 指示 S.2.2.4

〔Ｌ〕

linked registration 関連登録 S:2.2.4
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〔Ｏ〕

one-way 片方向 S:4.4.2.2

originating party 発信者 S:3.1.4

OutCall 発呼 S:2.2.4

OutCall follow-on 発呼フォローオン S:2.2.4

OutCall registration 発呼登録 S:2.2.4

Outgoing UPT call ＵＰＴ発信呼 S:2.2.3

〔Ｐ〕

paging network ページャ網 S:3.2.14

personal charging 個別課金 S:1.2

presentation 表示 S:2.2.4

private calls プライベート通信 S:1.2

〔Ｓ〕

scope 規定範囲 S:1.1

security risk セキュリティリスク S:4.4.2.1

service to service サービス毎に S:1.2

signalling interface シグナリングインタフェース S:4.4.2

（付属資料）

simple billing 単一の料金請求 S:1.2

simulate シミュレート S:4.4.2

〔Ｔ〕

terminal independence 端末の独立性 S:1.2

terms 用語 S:1.3

two-way 双方向 S:4.4.2.2

transmission quality 通話品質 S:2.3.1

〔Ｕ〕

universal service availability 一般サービスの利用 S:1.2

UPT-specific indications ＵＰＴ特有指示 S:2.2.4

user-friendly ユーザフレンドリー S:2.1.1
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細川　洋 東京電力（株） （第六専門委員会副専門委員長）

原　　博之 日本電信電話（株） （Ｂ－ＩＳＤＮ特別専門委員長）

山崎　克之 国際電信電話（株） （Ｂ－ＩＳＤＮ特別副専門委員長）

岡田　忠信 日本電信電話（株） （ＵＰＴ特別専門委員長）

中島　昭久 NTT移動通信網（株） （ＦＰＬＭＴＳ特別専門委員長）

第四専門委員会委員

（ＪＴ－Ｆ８５１）

　信常　伸一 国際電信電話（株）

　工藤　理夫 第二電電（株）

　中勢　博之 東京通信ネットワーク（株）

　工藤　恵理子 日本テレコム（株）

　石崎　圭介 日本電信電話（株）

　前田　高明 岩崎通信機（株）

　小柴　徹 沖電気工業（株）

　米田　元 ソニー（株）

　岩佐　菊麿 （株）田村電機製作所

　日高　功晴 （株）東芝

　大原　隆生 東洋通信機（株）

　嶋　　信夫 日本電気（株）

　加藤　俊平 （株）長谷川電機製作所

　石谷　陽一 （株）日立製作所

　伊藤　均 富士通（株）

　虎谷　恵子 三菱電機（株）



（ＪＴ－Ｆ８５１）
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＊　検討グループリーダ

＊＊　　､､　　サブリーダ
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１．サービス概要

1.1　サービスの概念とネットワーク構成

　本サービスは、ＵＰＴ番号に基づいて、任意の端末、任意の場所から通信サービスへのアクセスを可能に

するものである。

　本サービスのユーザは、ユーザ単位に定義された契約サービスに加入することができ、端末能力や網能力

による制限を受けるが、どの端末からも、どの場所からも呼の発着信が可能である。

　図１－１にＵＰＴサービスのネットワークイメージ（接続構成と特徴）を示す。

特徴１　：　任意の端末あるいは任意の場所から呼の発着信が可能

特徴２　：　ユーザの識別はＵＰＴ番号（任意の網で共通で、ＵＰＴユーザを識別可能な番号）

により実施

特徴３　：　ＵＰＴ番号は、固定端末あるいは移動端末から地理的位置に関係なく、複数の網

を通過可能

特徴４　：　ユーザには複数のＵＰＴ番号が割当て可能

特徴５　：　ユーザ単位のサービスについて、照会および更新が可能

図１－１　ＵＰＴサービスのネットワークイメージ

ＵＰＴＵＰＴＵＰＴＵＰＴ

ユーザユーザユーザユーザ
アクセスアクセス

網間接続

ＰＳＴＮＰＳＴＮＰＳＴＮＰＳＴＮ ＩＳＤＮＩＳＤＮＩＳＤＮＩＳＤＮ ＰＬＭＮＰＬＭＮＰＬＭＮＰＬＭＮ ＦＰＬＭＴＳＦＰＬＭＴＳＦＰＬＭＴＳＦＰＬＭＴＳ
Public Switched Integrated Services Public Land Future Public Land Mobile
Telephone Network Digital Network Mobile Network Telecommunication System

ＵＰＴ番号 ＵＰＴ番号

（発信者） （着信者）
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1.2　サービスの構成要素

　本サービスの構成要素を以下に示す。

ＵＰＴユーザ ：　ＵＰＴサービスへのアクセス可能なＵＰＴ番号を割当てられている

個人または法人

ＵＰＴｻｰﾋﾞｽ提供者 ：　ＵＰＴサービスを提供している事業者

ＵＰＴｻｰﾋﾞｽﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ ：　ＵＰＴサービスを提供するためのＵＰＴユーザに関する情報を蓄え

ているもの

ＵＰＴ契約者 ：　ＵＰＴサービス提供者と特定の契約を結んだ個人または法人

ＵＰＴ番号 ：　ＵＰＴユーザを唯一識別する番号

条件１　：　ＵＰＴユーザはＵＰＴ契約者を兼ねることがある

条件２　：　ＵＰＴ番号毎にサービスプロファイルがある

条件３　：　ＵＰＴユーザは複数のＵＰＴ番号を持つことが可能

条件４　：　ＵＰＴ契約者またはＵＰＴユーザはサービスプロファイルの照会と更新が可能

図１－２　ＵＰＴサービスの構成要素と条件

ＵＰＴサービス提供者ＵＰＴサービス提供者ＵＰＴサービス提供者ＵＰＴサービス提供者

ｻｰﾋﾞｽ ｻｰﾋﾞｽ ｻｰﾋﾞｽ

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙＡ ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙＢ ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙＤ

契約 （条件２）（条件２）（条件２）（条件２） ｻｰﾋﾞｽ 契約
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙＣ

照会

更新 照会 更新

（条件４）（条件４）（条件４）（条件４）

UPTUPTUPTUPT契約者契約者契約者契約者 UPTUPTUPTUPT契約者契約者契約者契約者////ユーザユーザユーザユーザ
ユーザ１ ユーザ２ （条件１）（条件１）（条件１）（条件１）

UPT番号 A UPT番号 B/C ユーザ３

（条件３）（条件３）（条件３）（条件３） UPT番号 D
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２．本標準の位置付け

2.1　本標準の展開

　ＵＰＴサービスは長期的な時間をかけて実現されていくことが期待されており、マーケットニーズの展

開や技術進歩に合わせて基本サービスから高度なシナリオに展開していくことが予想される。

　このことから、ＵＰＴの規定はＵＰＴ機能や能力に関する簡易なサービスセットフェーズで開始し、よ

り高度なシナリオフェーズに展開するよう段階的に導入を行う。

2.2　本標準の体系

【 サービス標準 】

（ＵＰＴの原則）

サービスセット１　： 限定された短期的ＵＰＴサービスシナリオ

（電話サービスのみサポート）

サービスセット２　： 基本ＵＰＴサービスシナリオ

（種々のデータサービスの提供）

サービスセット３　： 拡張ＵＰＴサービスシナリオ

（長期的なシナリオ）

【 番号計画 】

ＪＴ－Ｆ８５０ ＪＴ－Ｆ８５１ （サービスセット１）

Ｆ．８５２ （サービスセット２）

Ｆ．８５３ （サービスセット３）

Ｅ．１６４ Ｅ．１６８ ＵＰＴのための

Ｅ．１６４番号計画の適用

（ＩＳＤＮ番号計画）
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３．サービス機能概要

　ＵＰＴ機能は、以下に示す必須機能とオプション機能に分類される。

3.1　必須機能

　ＵＰＴサービスの基本運用を実現するために不可欠な機能。ＵＰＴユーザは表３－１に示す必須機能を

使用することができる。

表３－１　ＵＰＴの必須機能

機　能　名 機　能　概　要

 ＵＰＴユーザの身元認証 　ＵＰＴサービス提供者が、ＵＰＴサービスの身元が要求されたもの

であることを確認するための機能（図３－１の①参照）

 着呼登録 　ＵＰＴユーザが現在の端末アドレスから、その端末への着信呼の許

可を登録する機能（図３－１の②参照）

 ＵＰＴ発信呼 　ＵＰＴユーザが、任意の端末から発呼要求を行うことができる機能

（図３－１の③参照）

 着呼配信 　着呼登録によってあらかじめ登録された端末アドレスに、着信呼が

着信される機能（図３－１の④参照）

3.2　オプション機能

　ＵＰＴサービスの基本運用をより効率的に提供するための付加機能。ＵＰＴユーザは端末や網の能力、

網提供者による規制の中で、表３－２に示すオプション機能を使用することができる。

表３－２　ＵＰＴのオプション機能（１／２）

機　能　名 機　能　概　要

 遠隔着呼登録 　ＵＰＴユーザが他の指定された端末アドレスから生成される着信

呼を、任意の端末アドレスから登録する機能（図３－２参照）

 発呼登録 　ＵＰＴユーザが現在の端末アドレスから、その端末からの発信呼の

許可を登録する機能（図３－３参照）

 遠隔発呼登録 　ＵＰＴユーザが他の指定された端末アドレスから生成される発信

呼を、任意の端末アドレスから登録する機能（図３－４参照）

 発呼フォローオン 　ＵＰＴユーザがＵＰＴ呼を終了するとき、追加認証やグローバル

フォローオンを利用せずに別のＵＰＴ発信呼を継続することを示す

機能（図３－５参照）

 グローバルフォローオン 　ＵＰＴユーザがＵＰＴ手順を終了するとき、完全な切断の前にフォ

ローオンの活性化を指示する機能（図３－６参照）

 発着呼登録 　ＵＰＴユーザが、単一の手順で同一の端末アドレスへの着呼登録や

発呼登録をする機能（図３－７参照）

 遠隔発着呼登録 　ＵＰＴユーザが、単一の手順で同一の端末アドレスへの遠隔着呼登

録や遠隔発呼登録をする機能
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表３－２　ＵＰＴのオプション機能（２／２）

機　能　名 機　能　概　要

 関連登録 　着呼登録と発呼登録を互いに同一端末アドレスに関連付けて登録

する機能（図３－８参照）

 遠隔関連登録 　端末アドレスの関連登録を、他の端末アドレスから登録する機能

 ＵＰＴ特有指示 　ＵＰＴ特有なユーザフレンドリーな情報を通知する機能（例えば発

信時に課金レートを通知する）（図３－９参照）

 ＵＰＴサービスプロファイル

照会

　ＵＰＴユーザが、ＵＰＴユーザ自身のＵＰＴサービスプロファイル

の現在の状態を照会する機能（図３－１０参照）

 ＵＰＴサービスプロファイル

更新

　ＵＰＴユーザが、ＵＰＴユーザ自身のＵＰＴサービスプロファイル

を更新する機能（図３－１０参照）

 複数端末アドレス登録 　ＵＰＴ着信や発信のために、ＵＰＴユーザが同時に複数の端末アド

レスを登録する機能

 コールピックアップ 　ＵＰＴユーザが、他の端末からＵＰＴ着信呼に応答する機能（例え

ば、ＵＰＴユーザがページャー網で呼び出される場合）

（図３－１１参照）

 可変的なデフォルト着呼登録 　ＵＰＴユーザが、ＵＰＴ着信呼に対する端末アドレスのデフォルト

登録マトリックスを設定する機能

 着信者身元表示 　受け入れようとする身元が呼び出している端末に表示される機能

（図３－１２参照）

 ＵＰＴグループのサービスプ

ロファイルへのアクセス

　ＵＰＴユーザのグループに対して責任を持つＵＰＴ契約者が、ＵＰ

Ｔサービスプロファイルにアクセスする機能

 ＵＰＴサービスアシスタンス 　ＵＰＴユーザが自動ＵＰＴ手順が利用不可能な場合などにＵＰＴ

手順を起動するために、ＵＰＴサービスセンターにコンタクトする機

能

 ＵＰＴ着信呼に対する着信者

からの確実な応答

　応答者が着ＵＰＴユーザとして認証に成功しなかった場合、ＵＰＴ

ユーザはＵＰＴ着信呼が応答不可能であることを認識する機能

（図３－１３参照）

 ＵＰＴサービス提供者認証 　ＵＰＴユーザが、ＵＰＴサービスエンティティが要求されたもので

あることを確認する機能
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◇着呼登録期間中、登録した端末アドレスに着信

◇複数のユーザが、同時に１つの端末アドレスに対して着呼登録可能

◇任意の端末アドレスから発信可能

但し、全ての発呼に対して身元認証が必要

図３－１　必須機能の概要

◇任意の端末アドレスへの着信呼を任意の端末アドレスから登録

  ①端末Ｙより遠隔着呼登録

  ②端末Ｘに着呼配信

図３－２　遠隔着呼登録機能の概要

③ＵＰＴ発信呼

（ＵＰＴ番号Ｂ）
④着呼配信

②着呼登録

 （端末２）

①ＵＰＴユーザの

　身元認証

ＵＰＴ

端末１ 端末２

（発信端末） （着信端末）

ユーザＡ ユーザＢ

（ＵＰＴ番号Ａ） （ＵＰＴ番号Ｂ）

　 ユーザＡ

（ＵＰＴ番号Ａ）

②着呼配信

ＵＰＴ

端末１ 端末Ｘ

（発信端末） （着信端末）

①遠隔着呼登録

（端末Ｘ）

端末Ｙ

（登録端末）
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◇現在の端末アドレスからの発信呼の許可を登録

◇発呼登録期間中、登録された端末アドレスから継続して複数呼発信する場

　合、２呼目以降は身元認証なしで発信可能（図３－５　発呼フォローオン

　機能の概要を参照）

◇１ユーザが、同時に複数の端末アドレスに対して登録可能

　但し、１つの端末に登録できるユーザ／番号は１つ

図３－３　発呼登録機能の概要

◇任意の端末アドレスから他の指定された端末からの発信呼を登録

　①端末Ｙより遠隔発呼登録

　②端末ＳよりＵＰＴ発信呼

図３－４　遠隔発呼登録機能の概要

（着信端末）

②ＵＰＴ発信呼

ＵＰＴ

端末Ｓ 端末Ｘ

（発信端末）

① 遠隔発呼登録

（端末Ｓ）

ユーザＡ

（ＵＰＴ番号Ａ）
端末Ｙ

（登録端末）

②ＵＰＴ発信呼

ＵＰＴ

端末１ 端末Ｘ

（発信端末）

ユーザＡ

（ＵＰＴ番号Ａ）

①発呼登録

（端末１）
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◇ＵＰＴ発信呼の終了時に、ＵＰＴ発信呼の継続を指示

　①発呼登録 → ②ＵＰＴ発信呼１（認証必要）→ ③切断

　→ ④UPT 発信呼継続指示

◇発呼登録期間中の端末でＵＰＴ発信呼１を終了時に、別の呼を

　設定するためにＵＰＴ発信呼の継続指示を行う場合には認証を

　スキップすることが可能

図３－５　発呼フォローオン機能の概要

①発呼登録

②ＵＰＴ発信呼１

（認証必要）

ＵＰＴ

ユーザＡ 端末１ ③切断

（発信端末）

④UPT 発信呼継続指示

⑤ＵＰＴ発信呼２

（認証不要）

ＵＰＴ

ユーザＡ 端末１

（発信端末）
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◇現在のＵＰＴ手順（ＵＰＴ発信呼１）の終了時に、

　フォローオン活性化を指示

◇認証手順が正当終了のＵＰＴ手順（ＵＰＴ発信呼１）終了時に、

　フォローオン活性化指示を行うことにより次のＵＰＴ手順（ＵＰ

　Ｔ発信呼２）を設定する場合には認証をスキップすることが可能

図３－６　グローバルフォローオン機能の概要

①ＵＰＴ発信呼１

（認証必要）

ＵＰＴ

ユーザＡ 端末１ ②切断

③ﾌｫｰﾛｰｵﾝ活性化指示

（発信端末）

④ＵＰＴ発信呼２

（認証不要）

ＵＰＴ

ユーザＡ 端末１

（発信端末）
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◇登録：単一の手順で、同一端末アドレスに対する着呼登録と

発呼登録を実施

◇解除：着呼登録と発呼登録を独立に登録解除可能

図３－７　発着呼登録機能の概要

◇登録：同一端末アドレスに対する着呼登録と発呼登録を関連づけて実施

◇解除：関連登録の登録解除、または関連登録の上書きにより可能

（着呼登録と発呼登録を同時に登録解除する）

図３－８　関連登録機能の概要

 同じ

 発着呼登録  発呼登録

 着呼登録

ＵＰＴ

端末１ 端末２

ユーザＡ ユーザＢ

（ＵＰＴ番号Ａ） （ＵＰＴ番号Ｂ）

 発呼登録

 着呼登録

ＵＰＴ

端末１ 端末Ｘ

連登録

ユーザＡ

（ＵＰＴ番号Ａ）



- 13 - ＪＴ－Ｆ８５０／Ｆ８５１補遺

◇ＵＰＴ特有のユーザフレンドリーな情報を通知

例えば、相手の地理的位置が不明であるため、

発信者への課金レートなどの通知に利用

図３－９　ＵＰＴ特有指示機能の概要

◇ＵＰＴユーザ自身のサービスプロファイル現在の状態を照会／更新

・ｻｰﾋﾞｽﾌﾟﾛﾌｧｲﾙの照会：位置情報やサービスの有効性などの読み込み

・ｻｰﾋﾞｽﾌﾟﾛﾌｧｲﾙの更新：パスワードやパラメータのデフォルト値など

の変更

図３－１０　ＵＰＴサービスプロファイル照会／更新機能の概要

（着信端末）

ＵＰＴ発信呼

ＵＰＴ

端末１ 課金レートなど 端末Ｘ
（発信端末）

ユーザＡ
（ＵＰＴ番号Ａ）

ＵＰＴサービス

プロファイル更新

ＵＰＴサービス

プロファイル更新

ＵＰＴ

サービス サービス

プロファイルＡ プロファイルＢ

ＵＰＴサービス ＵＰＴサービス

プロファイル照会 プロファイル照会

ユーザＡ ユーザＢ

（ＵＰＴ番号Ａ） （ＵＰＴ番号Ｂ）
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◇ＵＰＴ着信呼を他の端末にて応答

（①ＵＰＴ発信呼 → ②着呼配信 → ③コールピックアップ → ④応答）

◇ページャ網で着呼登録していた場合などに別の端末で応答するとき

に必要とする

◇応答時には認証手順を必要とする

図３－１１　コールピックアップ機能の概要

◇着信者の身元（着ＵＰＴユーザによって指定されるＵＰＴ番号や名前）

　を端末１に表示

図３－１２　着信者身元表示機能の概要

端末Ｘ

（着信端末）

ＵＰＴ発信呼 着呼配信

ＵＰＴ

端末１ 着信者身元

（発信端末）

ユーザＡ

（ＵＰＴ番号Ａ）

ＵＰＴ

③コールピック

アップ

ユーザＡ

（ＵＰＴ番号Ａ）

①ＵＰＴ発信呼 ④応答

端末Ｘ 端末Ｙ

（発信端末） （応答端末）

②着呼配信

端末１

（着信端末）
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◇着信時に認証を必要とするケース例

　・着呼登録時の契約オプションとしてＵＰＴ着信呼への応答に認証

　　を要求した場合

　・コールピックアップにより応答した場合

図３－１３　ＵＰＴ着信呼に対する着信者からの確実な応答機能の概要

ＵＰＴ発信呼 着呼配信

ＵＰＴ

端末１ 認証失敗 端末Ｘ

（発信端末） 応答 （着信端末）

着ＵＰＴユーザとして、

応答ユーザの認証不成功

ユーザＡ

（ＵＰＴ番号Ａ）
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４．ＵＰＴ機能手順

　前記ＵＰＴ機能をサポートするためのＵＰＴ機能手順は、表４－１に示す５種類のカテゴリに大別され

る。

表４－１　ＵＰＴ機能手順（１／２）

大　分　類 ＵＰＴ機能手順

 基本手順

  基本的なＵＰＴ手順。他のＵＰＴ手順以前にあるいは、同時に実行さ

れる手順。以下の５つの手順が存在する。

　１）アクセス……　網へのアクセス開始手順

　２）識別　　……　ＵＰＴ番号の識別手順

　３）認証　　……　発信者／着信者などを保証するための認証手順

　４）グローバルフォローオン

　５）発呼フォローオン

 パーソナルモビリティ手順

  呼の発着信を行う場所を特定するために利用される登録手順（実際の

呼の発着信は含まない）。アクセス／識別／認証手順がこれらの手順と

同時に／前もって実行される必要がある。以下の８つの手順が存在す

る。

　１）着呼登録

　２）着呼登録解除

　３）発呼登録

　４）発呼登録解除

　５）発着呼登録

　６）発着呼登録解除

　７）関連登録

　８）関連登録解除

 ＵＰＴ呼制御手順

  実際の呼の発着信に関する手順。アクセス／識別／認証手順がこれら

の手順と同時に／前もって実行される必要がある。以下の３つの手順が

存在する。

　１）ＵＰＴ発信呼

　２）ＵＰＴ着信呼に対する呼出

　３）ＵＰＴ着信呼に対する応答
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表４－１　ＵＰＴ機能手順（２／２）

大　分　類 ＵＰＴ機能手順

 ＵＰＴサービスプロファイ

ルの管理手順

　ＵＰＴユーザが自身の所有する個人のサービスプロファイル中のア

クセス可能なデータを管理する手順。アクセス／識別／認証手順がこれ

らの手順と同時に／前もって実行される必要がある。以下の２つの手順

が存在する。

　１）プロファイル照会

　２）プロファイル更新

 第三者の保護手順

  第三者の保護およびプライバシーのために実施される手順で、第三者

/ＵＰＴ/非ＵＰＴにより実行される。以下の７つの手順が存在する。

　１）ＵＰＴ着信呼に対する登録のリセット

　２）着信呼に対する登録のブロッキング

　３）着信呼に対する登録のブロッキング解除

　４）ＵＰＴ着信呼のブロッキング

　５）ＵＰＴ着信呼のブロッキング解除

　６）ＵＰＴ発信呼に対する登録のリセット

　７）ＵＰＴ発信呼に対する登録の中断
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